
指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

1 素案 143 01.障害

者福祉共

通

福岡県福

岡市

1.障害者

福祉共通

1.4.台帳

管理機能

各業務の台帳につい

て、宛名番号及び付

帯する情報からなる

CSVファイルの内容

を取込み、一括して

更新することができる

こと。

○ 人口規模や

大量処理の

ために必要な

機能

再検討 機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228043 1.障害者

福祉共通

○ 2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：1

令和９年４

月１日

対象 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るため

0221322各事業で管理する

独自施策項目につ

いて、宛名番号、履

歴番号及び各独自

施策項目をCSVファ

イルから一括登録で

きること。

※1　履歴番号が空

白の場合は、最新

履歴に紐づけること

※2　CSVファイルの

取込は、以下の機

能ID単位に分けるこ

と

　　　機能ID：

0220256、

0220332、

0220397、

0220458、

0220605、

0220655、

0220865、

0220944、

0221017、

0221109、

0221157、

0221158、

0221160、

0221168

※3　一括登録時に

更新する項目を選

択できること。項目の

選択方法（パラメタ

等で設定、処理時に

指定等）はベンダの

実装範囲とする

※4　一括登録時に

更新する項目に、既

に値が入っている場

合は、アラート（処

理中止、上書き続

行）を表示すること

・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・各事業の各業務フ

ローの「申請情報登

録」又は「届出情報

登録」が完了した後

において利用する機

能とする。

・取込するCSVファイ

ルのレイアウトは、ベ

ンダの実装範囲とす

るが、宛名番号、履

歴番号より対象者

及び履歴に紐づける

こととする。

例）機能ID：

0220256（身体

障害者手帳独自施

策項目の管理） の

CSVファイルレイアウ

ト

　宛名番号、履歴

番号、区分1コード、

区分2コード、区分3

コード、区分4コー

ド、区分5コード、日

付1、日付2、日付

3、日付4、日付5、

備考1、備考2、備

考3、備考4、備考5

　※データ型や桁数

等の属性は基本

データリストに準じる

■機能(ID新規追

加)：

【要望】

各業務の台帳につい

て、宛名番号及び付

帯する情報からなる

CSVファイルの内容

を取込み、一括して

更新することができる

こと。

【理由】

標準外システムでの

処理内容やオンライ

ン申請内容等、シス

テムで管理している

情報を活用して効率

的に業務を進めるた

めには、汎用的に標

準システムへ取り込

む機能があったほうが

よいため。なお、更新

対象は当然データ要

件で定められている

項目のみと想定して

いる。(独自施策利

用項目含む。)

・申請情報のCSV

ファイルからの取り込

みは、2.1版の機能

ID：0220159

（1.4.28.）

（*1）にて規定済

となります。

（*1）

各事業の台帳につい

て、申請書・届出情

報をCSVファイルから

一括登録できること。

・申請中の情報に対

して、CSVファイルの

取込による一括更新

を行うためには、対象

者の履歴情報の紐

づけが必要となりま

す。また、データチェッ

クや自動計算等のオ

ンライン登録時と同

等の機能実装の必

要性の検討も必要と

考えられますので、例

えば、対象とする事

業及び更新管理項

目を特定する等の検

討が考えられます。

・決定情報に対し

て、通知書等の通知

日の一括更新といっ

た利用も考えられま

す。

構成員による議論を

踏まえて、3.0版案

を作成します。

・堺市様の意見は、

1追-3、1追-4に記

載しています。

・福岡市様の意見

は、他の項目との関

連性のない独自施

策項目に限定した

CSVファイル取込と

なっていることから、

以下の受給者・資

格台帳情報以外を

除いて3.0版案を作

成しましたので、検討

をお願いします。

　・機能ID：

0220782　既存高

額独自事業算定用

情報独自施策項目

　・機能ID：

0220792　既存高

額、新高額申請管

理情報独自施策項

目

　・機能ID：

0220882　更生医

療（公費負担）独

自施策項目

　・機能ID：

0220959　育成医

療（公費負担）独

自施策項目

　・機能ID：

0221037　精神通

院医療（公費負

担）独自施策項目

＜2023/10/12分

科会後追記＞

上記の実績情報は

台帳情報ではないこ

とや利用目的が明確

ではないため一括登

録対象に含めない。

・【論点１】

　以下の３点を追加

していますので、問題

がないか検討をお願

いします。

　・当機能は、汎用

的なCSVファイル取

込機能ではなく、各

機能IDに定める独

自施策項目を１つ

の取込単位とするも

のであり、この点が※

2では分かりにくいと

考え、要件の考え

方・理由欄に例を追

加しています。

　・登録したい独自

施策項目は自治体

により異なる、又は更

新する時点が異なる

ことが考えられるた

め、※３を追加して

います。

　・オンラインから個

別に登録した情報を

上書きする可能性も

あることから、※４を

追加しています。

・【論点２】

　適合基準日につい

て、富士通Japan様

が受入不可となって

います。いつであれば

合意が可能であるか

検討をお願いしま

す。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

・項目の選択方法に

ついて機能に追加し

ています。

・標準オプション機能

のため、適合基準日

を削除しています。

　適合基準日の削

除は以下同様です

ので、追記を割愛し

ます。

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

1追-1 ・機能ID：

220045（独自施

策システムに、支援

措置対象者情報を

提供する。）機能が

あるため、連携機能

と同様の書きぶりとし

て、3.0版案を作成

しましたので、検討を

お願いします。

※ 基本データリスト

のコード一覧に、コー

ドID：081 登録シ

ステム に「独自施策

システム」を追加する

必要があります。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

各ベンダのコメントを

踏まえ、論点１及び

論点２に記載の内

容は要件の考え方・

理由欄に記載してい

ます。

0228040 1.障害者

福祉共通

独自施策システム

に、支援措置対象

者情報を照会する。

○ ・指定都市等人口

規模の大きい自治

体においては、高齢

者福祉システム等の

独自施策システムで

管理する支援措置

対象者情報も取り

込む必要があるた

め。

・データ要件・連携

要件標準仕様書

（総論）「３.３ 独

自施策システム等連

携仕様」に準拠し、

当機能は障害者福

祉_基本データリスト

の「支援措置対象

者情報」グループの

項目で連携する。な

お、同一パッケージで

ある場合の扱いも

「３.３ 独自施策シ

ステム等連携仕様」

に準ずる。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：1追-1

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・【論点１】連携イン

ターフェースが明確で

あるか。

　データ要件・連携

要件標準仕様書

（総論）３.３ 独

自施策システム等連

携仕様　に、「ファイ

ル連携にてデータ連

携を行う。連携する

データ項目は、原

則、機能別連携仕

様に規定されたデー

タ項目を利用するこ

ととする。当該データ

項目以外のデータが

必要な場合は、基

本データリストに規定

されたグループ単位

のファイルで対応する

こととする。」とされて

おり、機能別連携仕

様には独自施策シス

テムとの連携仕様は

記載されていません

ので、障害者福祉_

基本データリストの

「支援措置対象者

情報」グループの項

目で連携することとな

ります。（連携IF

は、結果的に機能別

連携仕様の

022o036 と同じに

なります。）

・【論点２】同一ベン

ダ時は内部連携が

可能となるか

３.３ 独自施策シス

テム等連携仕様に、

「標準準拠システムと

連携対象システムを

同一のパッケージとし

て事業者が提供して

いる場合には、その

最も適切なあり方を

事業者と地方公共

団体で協議していく

ことを前提に、当分

の間、経過措置とし

て、パッケージの提供

事業者の責任におい

て標準準拠システム

と連携対象システム

の間の連携を行うこ

とを可能とする」と規

定されています。

・【論点３】適合基

準日について、いつで

あれば合意が可能で

あるか検討をお願い

します。

・以上を踏まえて、問

題がなければ「合意」

とします。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

1追-2 ・機能ID：

220045（独自施

策システムに、メモ情

報を提供する。）機

能があるため、連携

機能と同様の書きぶ

りとして、3.0版案を

作成しましたので、検

討をお願いします。

※ 基本データリスト

のコード一覧に、コー

ドID：005 事業番

号 に「独自施策シス

テム」を追加する必

要があります。（全

業務共通とはなりま

せん。）

・【論点１】

　管理番号：1追-

1 【論点１】、【論点

２】と同様ですが、1

追-1と異なる点は、

連携項目が「メモ情

報」グループとなるとこ

ろです。（連携IF

は、結果的に機能別

連携仕様の

022o039 と同じに

なります。）

・以上を踏まえて、問

題がなければ「合意」

とします。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

各ベンダのコメントを

踏まえ、論点１及び

論点２に記載の内

容は要件の考え方・

理由欄に記載してい

ます。

0228041 1.障害者

福祉共通

独自施策システム

に、メモ情報を照会

する。

○ ・指定都市等人口

規模の大きい自治

体においては、高齢

者福祉システム等の

独自施策システムで

管理する支援措置

対象者情報も取り

込む必要があるた

め。

・データ要件・連携

要件標準仕様書

（総論）「３.３ 独

自施策システム等連

携仕様」に準拠し、

当機能は障害者福

祉_基本データリスト

の「メモ情報」グルー

プの項目で連携す

る。なお、同一パッ

ケージである場合の

扱いも「３.３ 独自

施策システム等連携

仕様」に準ずる。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：1追-2

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

1追-3 機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

【留意事項】

福岡市様からのコメ

ント（身体障害者

手帳、療育手帳へ

同一機能を追加）

は、12月開催予定

の第４回分科会で

検討する。

【検討方針】

福岡市様より身体

障害者手帳、療育

手帳へ同一機能を

追加の意見が来てい

ます。また、指定都

市向け意見照会に

て熊本市様からも同

意見（指定都市向

け意見照会の意見

集約一覧 No.29、

30）が来ています。

協議案_管理番

号：1追-3 自体

は、成案として決定

しているため、検討

対象ではありません。

以下に追加している

1追-7、1追-8 につ

いて検討します。

機能

追加

第３回分科会の結

果のとおりとなります。

0228062 4.精神障

害者保健

福祉手帳

「手帳受領日」、「通

知発送日」を一括登

録できること。

※　手帳受領日は、

判定機関から区役

所等が手帳を受領し

た日

○ 2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：1追-3

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・堺市様の意見は、

一括更新が有益な

管理項目となってい

ますので、CSVファイ

ルの取り込みではな

く、一括更新機能が

合致すると考えられ

ます。

そこで、以下の考え

方により3.0版案を

作成しましたので、検

討をお願いします。

・精神障害者保健

福祉手帳

　・進達日：管理番

号 127追1 と重複

　・決定日：管理番

号 57 と重複

　・判定日、判定結

果コード：他の項目

とのチェック等が必要

となるため、一括更

新に不向き

　・手帳受領日、通

知発送日：単独管

理項目かつ一律の

日付となるため、機

能要件に追加

＜2023/10/12分

科会後追記＞

・ベンダ構成員は、

判定日、判定結果

コードは他の関連項

目とのチェック等がな

ければ一括登録項

目に含める方向で確

認し、確認結果も踏

まえて受入可否を記

載する。

・通知発送日は、通

知書に印字する日

付と同一であり、かつ

通知書出力時に日

付を指定でき、その

日付を通知発送日

に更新しているので

あれば、一括登録不

要となるため、その観

点でも確認していた

だきたい。

・判定日、判定結果

コードを含める場合

は、進行状態コード

も追加する。

・【論点１】

　判定日、判定結果コー

ドの一括更新は、等級や

有効期限等の他の項目

との関連チェックが必要に

なるとの意見があり、デー

タの整合を図るために判

定日、判定結果コードは

含めないほうが適切であ

ると考え、3.0版案には追

加していません。よろしい

でしょうか。

・【論点２】「通知発送

日」の扱い

　「通知発送日」は、機

能ID：0220395 で管

理項目としており、

0220192（通知書出

力時は、発行日は任意

で設定し、印字できるこ

と）、0220127（帳票

の出力履歴を管理できる

こと）としていますが、電

話対応時等における台

帳情報の視認性の観点

等から発行日とは別に手

帳の 「通知発送日」を管

理しています。よって、通

知の出力処理時に日付

を指定して発行日を更新

するとともに、 「通知発送

日」を更新することで問題

がないと考え、3.0版案か

ら削除し、要件の考え

方・理由欄に説明を追加

しています。よろしいでしょ

うか。

・【論点３】　３手帳同

様

　富士通Japan様 の「手

帳受領日」とは別に、

127-追10 「判定機関

結果送付日」も管理する

必要性について、それぞれ

の入力場所に応じた処理

日として管理することで、

事務処理や申請者から

の問合せ対応で利用する

ものと理解していますが、

自治体構成員よりご説明

いただきたいです。

・【論点４】「進行状態

コード」の扱い

　1追-5 を追加していま

す。

＜2023/10/26分科会

後追記＞

・ベンダ意見も踏まえ、判

定日、判定結果コードは

含めていません。

・通知発送日は一括登

録から削除したままとして

います。なお、機能ID:

0220395の管理項目か

ら通知発送日を削除する

かは11月のWTで検討し

ます。

・当要件は、手帳受領日

の一括登録機能として、

受入可否の記載をお願

いします。

・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・精神障害者保健

福祉手帳の業務フ

ローの01 新規交付

申請、 04 変更申

請（等級変更）、

06 更新申請の「判

定結果の登録」及び

「必要に応じて交付

決定通知書等の作

成」において利用す

る機能とする。

・「通知発送日」は

以下の理由により一

括登録に含めていな

い。

機能ID：

0220192（通知

書出力時は、発行

日は任意で設定し、

印字できること）によ

り、任意の日付を指

定でき、また機能

ID：0220127

（帳票の出力履歴

を管理できること）に

より発行日は管理さ

れるが、通知の出力

処理時に日付を指

定して発行日を更新

するとともに、 「通知

発送日」を更新する

ため。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

1追-7 【論点】

協議案_管理番

号：1追-3 の3.0

版案について、横並

びの観点により、身

体障害者手帳にお

いても3.0版案を追

加しています。追加し

てよいか検討をお願

いします。

機能

追加

第４回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228088 2.身体障

害者手帳

「手帳受領日」を一

括登録できること。

※　手帳受領日は、

判定機関から区役

所等が手帳を受領し

た日

○ 【第3.0版】にて、指

定都市要件（標準

オプション機能）とし

て追加

協議案_管理番

号：1追-7

標準オプショ

ン機能である

ため未規定

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

1追-8 【論点】

協議案_管理番

号：1追-3 の3.0

版案について、横並

びの観点により、療

育手帳においても

3.0版案を追加して

います。追加してよい

か検討をお願いしま

す。

機能

追加

第４回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228091 3.療育手

帳

「手帳受領日」を一

括登録できること。

※　手帳受領日は、

判定機関から区役

所等が手帳を受領し

た日

○ 【第3.0版】にて、指

定都市要件（標準

オプション機能）とし

て追加

協議案_管理番

号：1追-8

標準オプショ

ン機能である

ため未規定

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・身体障害者手帳

の業務フローの01

新規交付申請、03

再交付申請（等級

変更・障害部位追

加等）、07 再認定

の「判定結果の登

録」及び「必要に応

じて交付（再交

付）決定通知書等

の作成」において利

用する機能とする。

・「通知発送日」は

以下の理由により一

括登録に含めていな

い。

機能ID：

0220192（通知

書出力時は、発行

日は任意で設定し、

印字できること）によ

り、任意の日付を指

定でき、また機能

ID：0220127

（帳票の出力履歴

を管理できること）に

より発行日は管理さ

れるが、通知の出力

処理時に日付を指

定して発行日を更新

するとともに、 「通知

発送日」を更新する

ため。

・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・療育手帳の業務フ

ローの01 新規交付

申請、04 再交付申

請（程度変更）、

07 再判定の「判定

結果の登録」及び

「必要に応じて交付

決定通知書等の作

成」において利用す

る機能とする。

・「通知発送日」は

以下の理由により一

括登録に含めていな

い。

機能ID：

0220192（通知

書出力時は、発行

日は任意で設定し、

印字できること）によ

り、任意の日付を指

定でき、また機能

ID：0220127

（帳票の出力履歴

を管理できること）に

より発行日は管理さ

れるが、通知の出力

処理時に日付を指

定して発行日を更新

するとともに、 「通知

発送日」を更新する

ため。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

1追-4 管理番号：1追-3

と同様です。

なお、認定日は判定

機関で判定日や判

定結果等を入力した

後、本庁や区役所に

おいて決定状態とす

るための項目である

ため、管理番号1追

-6に追加していま

す。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

なお、福岡市様のコ

メントについては、

「結果受理日」の管

理は精神通院医療

のみとなります。

0228078 10.自立

支援医療

（精神通

院医療）

「結果受理日」、「認

定日」を一括登録で

きること。

※　結果受理日は、

判定機関から区役

所等が判定結果を

受理した日

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・自立支援医療

（精神通院医療）

の業務フローの01

新規申請、 変更申

請（医療機関変

更・負担上限額変

更）、05 更新申請

の「判定結果の登

録」において利用す

る機能とする。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：1追-4

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・1追-3の続きです。

・自立支援医療

（精神通院医療）

　・進達日：管理番

号 127追1 と重複

　・交付方法コード、

重度かつ継続コー

ド、判定日、判定結

果コード、交付日、

再交付日：他の項

目とのチェック等が必

要となるため、一括

更新に不向き

　・結果受理日、認

定日：単独管理項

目かつ一律の日付と

なるため、機能要件

に追加

＜2023/10/12分

科会後追記＞

・ベンダ構成員は、

判定日、判定結果

コードは他の関連項

目とのチェック等がな

ければ一括登録項

目に含める方向で確

認し、確認結果も踏

まえて受入可否を記

載する。

・判定日、判定結果

コードを含める場合

は、進行状態コード

も追加する。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

1追-5 機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

【留意事項】

福岡市様のコメント

（ベンダの実装範囲

に最低限求める要

件の追加）は、12

月開催予定の第４

回分科会で検討しま

す。

機能

追加

0228044 1.障害者

福祉共通

「進行状態コード」の

更新方法は、他の

機能IDに定められて

いる機能を除き、ベン

ダの実装範囲をとす

る。

○ 2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：1追-5

令和９年４

月１日

対象 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るため

0221323・【論点１】

　「進行状態コード」

の扱いについて、1追

-3 のアイネス様の意

見を踏まえて、3.0

版案を追加しまし

た。考え方は、要件

の考え方・理由欄に

記載しています。

なお、3.0版案の機

能に記載している

「他の機能IDに定め

られている機能を除

き、」は、127-追3

等を指しているため、

127-追3 等 の機

能が追加されない場

合は、当文言を削除

します。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

・「他の機能IDに定

められている機能を

除き、」の意味は、協

議案_管理番号

127-追３、127-追

21～127-追25が

あるため、当該機能

を除いてという意味で

あるが、127-追３、

127-追21～127-

追25は3.0版案を

削除することとなった

ため、当記載を削除

しています。

・また、他の管理項

目の入力と連動する

等して「進行状態

コード」を自動更新さ

せる等の実装がされ

るのであれば、これが

一番望ましい形であ

ることから、「進行状

態コード」のコード値

もベンダの実装範囲

を可とする内容を追

加しています。

・なお、当要件は、

指定都市に限らない

ため、一般市町村向

けの仕様書への反映

も11月WTで検討し

ます。

【検討方針】

協議案_管理番

号：1追-5 自体

は、成案として決定

していますが、福岡

市様より以下の意見

が来ています。

ベンダの実装範囲で

はありますが、福岡

市としては、(最低限

として)以下を想定し

ています。

可能であれば、要件

の考え方？機能？

等に下記のような追

記を今後のＷＴで

検討いただけないで

しょうか。

「～ベンダの実装範

囲での対応も可能で

ある。ただしその場合

も少なくとも以下の

状態に対応するこ

と。

①「申請入力中」

②「申請入力済*2」

③「判定依頼

中)*1」

④「判定済*1」

⑤「決定済」

*1→進達のフローが

ある業務のみ

*2→申請入力即決

定となる業務の場合

は、省略可。」

【論点】

進行状態コードの

コード値は「ユーザに

て任意に設定」となっ

ているため、上記の

①～⑤に固定させた

要件の追加は難しい

のではないかと考えま

すが、可能となる要

件が考えられるか

等、検討をお願いし

ます。

＜2023/12/21分

科会後追記＞

要件の考え方・理由

欄に、例）を追記い

たしました。

また、基本データリス

トのコードID：007

（進行状態）にお

いて、「ユーザにて任

意に設定」とされてい

る部分は、ベンダの

実装範囲で対応可

能とする点も付記し

ていただくようにデジタ

ル庁と調整いたしま

す。

第４回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

なお、3.0版に合わ

せて、基本データリス

トのコードID：007

（進行状態）にお

いて、「ユーザにて任

意に設定」とされてい

る部分は、ベンダの

実装範囲で対応可

能とする点も付記す

ることを前提としま

す。

※3.0版案について

は、意見照会時点

から、要件の考え方・

理由に例を追記して

います。

・「進行状態コード」

は添付書類再提出

待ち等の細かなス

テータスの管理を目

的としており、自治体

毎に柔軟にコードを

設定できるように、基

本データリストのコー

ドID：007（進行

状態）において、

「ユーザにて任意に

設定」とされている。

（申請、取下、却

下、決定、廃止等の

ステータスは、「資格

状態コード」で管理さ

れている。）

・一方で、各日付項

目の入力等と連動さ

せる形で「進行状態

コード」を自動的に更

新させることで、項目

間の不整合を抑止

し、入力負荷となら

ないシステム設計とし

ているベンダも存在す

る。

・そのため、標準仕

様書における機能と

しては、ベンダの実装

範囲としている。

　例）区役所や判

定機関での処理の

進行状態を管理す

るために「申請入力

中」、「申請入力

済」、「判定依頼

中」、「判定済」、

「決定済」を管理し

更新する等。

・また、他の管理項

目の入力と連動する

等して「進行状態

コード」を自動更新さ

せる等、利用者の利

便性を考慮した実装

がされる場合は、基

本データリストのコー

ドID：007（進行

状態）のコード値は

ベンダの実装範囲で

の対応も可能とす

る。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

1追-6 ・【論点１】

認定日の一括登録

については、判定機

関で判定日や判定

結果等を入力した

後、本庁や区役所に

おいて決定状態とす

るための項目である

ため、管理番号57

と同様の機能として

記載。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

【留意事項】

福岡市様のコメント

（更生医療は協議

案_管理番号：

157に同一機能があ

るため、育成医療へ

同一機能を追加）

は、12月開催予定

の第４回分科会で

検討します。

【検討方針】

福岡市様より育成

医療へ同一機能を

追加の意見が来てい

ます。

協議案_管理番

号：1追-6 自体

は、成案として決定

しているため、検討

対象ではありません。

以下に追加している

1追-9 について検討

します。

機能

追加

第３回分科会の結

果から変更なしとなり

ます。

※3.0版案について

は、意見照会時点

から、要件の考え方・

理由の「変更申請

（医療機関変更・

負担上限額変

更）」を「03 変更

申請（医療機関変

更・負担上限額変

更）」に微修正して

います。

0228079 10.自立

支援医療

（精神通

院医療）

申請中の情報に対

して、管理場所ごと

に、「認定日」を一括

登録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・自立支援医療

（精神通院医療）

の業務フローの01

新規申請、 03 変

更申請（医療機関

変更・負担上限額

変更）、05 更新申

請の「判定結果の登

録」において利用す

る機能とする。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：1追-6

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

1追-9 【論点】

協議案_管理番

号：1追-3 及び

157 の3.0版案につ

いて、横並びの観点

により、育成医療に

おいても3.0版案を

追加しています。追

加してよいか検討を

お願いします。

機能

追加

第４回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228094 9.自立支

援医療

（育成医

療）

申請中の情報に対

して、管理場所ごと

に、「認定日」を一括

登録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・自立支援医療

（育成医療）の業

務フローの01 新規

申請の 「認定結果

の登録」、 03 変更

申請（医療の具体

的方針の変更・再

認定・医療機関追

加変更・負担上限

額変更）及び06

更新申請の 「認定

変更結果入力」にお

いて利用する機能と

する。

【第3.0版】にて、指

定都市要件（標準

オプション機能）とし

て追加

協議案_管理番

号：1追-9

標準オプショ

ン機能である

ため未規定

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

157 追加要

件①

30 熊本県熊

本市

8.自立支

援医療

（更生医

療）

◎ 入力済→起

案済→決裁

済→通知済

の各段階への

移行を、個別

に入力するこ

とによる方法

だけでなく、同

日付けで行う

ものについて

一括でも更

新できるように

するもの。

18障害者

福祉_【回

答様式】_

追-36

再検討 ・【論点１】

判定結果コード、判

定日は 管理番号：

1追-3 の論点１と

同様です。

・【論点２】

認定日は区役所で

登録するため、 管理

番号：57 と同様の

機能として記載。

・【論点３】

独自施策項目は管

理番号：1 へ規定

している。

・【論点４】

進行状態コードの扱

いについては管理番

号：1追-5 へ追加

しています。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

【留意事項】

福岡市様のコメント

（育成医療へ同一

機能を追加）は、

12月開催予定の第

４回分科会で検討

します。

【検討方針】

1追-6 と同様です。

機能

追加

第３回分科会の結

果から変更なしとなり

ます。

※3.0版案について

は、意見照会時点

から、要件の考え方・

理由の「01 新規申

請、及び03 変更申

請（医療の具体的

方針の変更・再認

定・医療機関追加

変更・負担上限額

変更）の 「認定結

果の登録」」を「01

新規申請、03 変更

申請（医療の具体

的方針の変更・再

認定・医療機関追

加変更・負担上限

額変更）、06 更新

申請の「認定結果の

登録」」に微修正して

います。

0228070 8.自立支

援医療

（更生医

療）

管理項目である各

日付の期間、「進行

状態コード」、「判定

結果コード」を検索

キーとして抽出した対

象者に対して、「進

行状態コード」、「判

定結果コード」、「判

定日」、「認定日」更

生医療独自施策利

用項目の日付1～

日付5を一括登録で

きること。一括登録

対象は個別に選択

することも可能とする

こと。

申請中の情報に対

して、管理場所ごと

に、「認定日」を一括

登録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・以下の業務フロー

において利用する機

能とする。

更生医療の01 新

規申請、及び03 変

更申請（医療の具

体的方針の変更・

再認定・医療機関

追加変更・負担上

限額変更）、06 更

新申請の 「認定結

果の登録」

・判定機関で判定

日や判定結果等を

入力した後、本庁や

区役所において決定

状態とするために「認

定日」を一括登録す

る要件である。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：157

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

検索キーを用いて抽

出した対象者に対

し、新たな「状態区

分」・「判定結果区

分」と起案・決裁・通

知の各段階に応じて

「起案日」「決裁日」

「通知日」の日付を

一括更新できること。

検索キー：管理項

目である各日付の期

間、「状態区分」「判

定結果区分」「更生

医療内容」等

※一括更新対象

は、チェックボックスへ

のチェックにより個別

に選択することも可

能とすること。

※一括更新によらな

い通常の方法での入

力も可能とすること。

※検索キーや一括

更新する項目・日付

はパラメタ等で設定

できること。

・意見内容に記載の

機能を検討します。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

※以下の項目(左)

は、2.1版の管理項

目(右)に該当する想

定で置き換えしてい

ます。この点もご確認

ください。

　・「状態区分」：進

行状態コード

　・「判定結果区

分」：判定結果コー

ド

　・「起案日」「決裁

日」「通知日」：更

生医療独自施策利

用項目の日付1～

日付5

　・「更生医療内

容」：医療の具体

的方針はコード項目

ではないため、3.0版

案には未反映

・要件の考え方・

理由欄に該当する

業務フロー上の処

理を追記したた

め、当機能の利用

タイミングを踏ま

えた機能として問

題が無いか確認し

ていただきたい。

・利用のタイミン

グは認定結果の登

録であるため更新

項目は独自施策項

目は対象外とし、

判定日、認定日を

追加としているが

問題ないか確認い

ただきたい。

・申請状態か交付

決定状態かは資格

状態コードで管理

できることとなっ

ているが、認定日

を更新することで

交付決定状態とす

る必要性があるか

は確認していただ

きたい。

・適合基準日につ

いて受入不可の意

見があるが意見を

確認をさせていた

だきたい。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

42 素案 追-45 11.補装

具

熊本県熊

本市

検索キーを用いて抽

出した対象者へ、新

たな「状態区分」・

「判定結果区分」と

起案・決裁・通知・

製品検査の各段階

に応じて「起案日」

「決裁日」「通知日」

「検査日」の日付を

一括更新できること。

※　一括登録対象

は個別に選択するこ

とも可能とすること。

検索キー：管理項

目である各日付の期

間、「大種目区分」

「状態区分」「判定

結果区分」「受付番

号」

理由：更生相談所

での判定の際に必要

であるため。

11.補装

具

検索キーを用いて抽

出した対象者へ、新

たな「状態区分」・

「判定結果区分」と

起案・決裁・通知・

製品検査の各段階

に応じて「起案日」

「決裁日」「通知日」

「検査日」の日付を

一括更新できること。

※　一括登録対象

は個別に選択するこ

とも可能とすること。

検索キー：管理項

目である各日付の期

間、「大種目区分」

「状態区分」「判定

結果区分」「受付番

号」

○ 人口規模や

大量処理の

ために必要な

機能

再検討 ・【論点１】

判定結果コード、判

定日は 管理番号：

1追-3 の論点１と

同様です。

・【論点２】

決定日は区役所で

登録するため、 管理

番号：57 と同様の

機能として記載。

・【論点３】

独自施策項目は管

理番号：1 へ規定

している。

・【論点４】

進行状態コードの扱

いについては管理番

号：1追-5 へ追加

しています。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228085 11.補装

具

管理項目である各

日付の期間、「補装

具種目名称別コー

ド」、「進行状態コー

ド」、「判定結果コー

ド」、「申請受付番

号」を検索キーとして

抽出した対象者に対

して、「進行状態コー

ド」、「判定結果コー

ド」、「判定日」、「決

定日」補装具独自

施策利用項目の日

付1～日付5を一括

登録できること。一括

登録対象は個別に

選択することも可能と

すること。

申請中の情報に対

して、管理場所ごと

に、「決定日」を一括

登録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・以下の業務フロー

において利用する機

能とする。

11 補装具の01 支

給決定の 「判定結

果の登録」

・判定機関で判定

日や判定結果等を

入力した後、本庁や

区役所において決定

状態とするために「決

定日」を一括登録す

る要件である。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：42

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・意見内容に記載の

機能を検討します。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

※以下の項目(左)

は、2.1版の管理項

目(右)に該当する想

定で置き換えしてい

ます。この点もご確認

ください。

　・「状態区分」：進

行状態コード

　・「判定結果区

分」：判定結果コー

ド

　・「起案日」「決裁

日」「通知日」「検査

日」：補装具独自

施策利用項目の日

付1～日付5

　・「大種目区分」：

補装具種目名称別

コード

　・「受付番号」：申

請受付番号

・要件の考え方・

理由欄に該当する

業務フロー上の処

理を追記したた

め、当機能の利用

タイミングを踏ま

えた機能として問

題がないか確認し

ていただきたい。

・利用のタイミン

グは判定結果の登

録であるため更新

項目は独自施策項

目は対象外とし、

判定日、決定日を

追加としているが

問題ないか確認い

ただきたい。

・申請状態か交付

決定状態かは資格

状態コードで管理

できることとなっ

ているが、決定日

を更新することで

交付決定状態とす

る必要性があるか

は確認していただ

きたい。

・適合基準日につ

いて受入不可の意

見があるが意見を

確認をさせていた

だきたい。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

159 追加要

件①

32 熊本県熊

本市

3.療育手

帳

3.4.一覧

管理機能

【機能ID 3.4.2.】

事務効率のため、一

覧画面から交付日・

判定結果送付日・

結果送付日を一括

更新できること

◎ 人口規模や

大量処理の

ために必要な

機能である。

18障害者

福祉_【回

答様式】

_No494

再検討 ・申請中の情報に対

して指定の管理項

目の一括更新等を

可能とする機能とし

て、一括更新機能を

検討します。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

・【論点１】

　管理番号：1追-

3 【論点２】と同じで

す。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

「判定機関結果送

付日」の管理項目

自体が不要と考えら

れるのであれば、当

機能も不要として、

受入可否の記載を

お願いします。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228056 3.療育手

帳

申請中の情報に対

して、「初回交付

日」、「判定機関結

果送付日」、「通知

発送日」を一括登録

できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・療育手帳の業務フ

ローの01 新規交付

申請の「判定結果の

登録」及び「必要に

応じて交付決定通

知書等の作成」にお

いて利用する機能と

する。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：159

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

57 素案 追-74 04.精神

障害者保

健福祉手

帳

千葉県千

葉市

『機能・帳票要件

４．３．１　判定

結果の管理』におい

て、結果登録を居住

区ごとに一括登録が

可能な機能は実装

されているか。実装さ

れている方が事務効

率が図れると考える

がいかがでしょうか。

4.精神障

害者保健

福祉手帳

4.3.台帳

管理機能

４．３．１　判定

結果の管理

結果登録を居住区

ごとに一括登録がで

きること。

○ 人口規模や

大量処理の

ために必要な

機能

再検討 ・申請中の情報に対

して決定日の一括

更新等を可能とする

機能として、一括更

新機能を検討しま

す。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

・要件の考え方・理

由欄に該当する業

務フロー上の処理を

追記したため、当処

理タイミングを踏まえ

た機能として問題が

無いか確認していた

だきたい。

・申請状態か交付

決定状態かは資格

状態コードで管理で

きることとなっている

が、決定日を更新す

ることで交付決定状

態とする必要性があ

るかは確認していた

だきたい。（この点

は、協議案_管理番

号：127と合わせて

検討。）

・【論点１】

　要件の考え方・理

由に当機能の利用

用途を追加しまし

た。当機能で「合意」

としてよいか検討をお

願いします。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

【留意事項】

福岡市様からのコメ

ント（身体障害者

手帳、療育手帳へ

同一機能を追加）

は、12月開催予定

の第４回分科会で

検討する。

【検討方針】

福岡市様より身体

障害者手帳、療育

手帳へ同一機能を

追加の意見が来てい

ます。また、指定都

市向け意見照会に

て熊本市様からも同

意見（指定都市向

け意見照会の意見

集約一覧 No.31、

32）が来ています。

協議案_管理番

号：57 自体は、成

案として決定している

ため、検討対象では

ありません。

以下に追加している

57追-1、57追-2

について検討します。

機能

追加

第３回分科会の結

果から変更なし

0228063 4.精神障

害者保健

福祉手帳

申請中の情報に対

して、管理場所ごと

に、「決定日」を一括

登録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・精神障害者保健

福祉手帳の業務フ

ローの01 新規交付

申請、 04 変更申

請（等級変更）、

06 更新申請の「判

定結果の登録」にお

いて利用する機能と

する。

・判定機関で判定

日や判定結果等を

入力した後、本庁や

区役所において決定

状態とするために「決

定日」を一括登録す

る要件である。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：57

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・要件の考え方・理

由欄に該当する業

務フロー上の処理を

追記したため、当処

理タイミングを踏まえ

た機能として問題が

無いか確認していた

だきたい。

・申請状態か交付

決定状態かは資格

状態コードで管理で

きることとなっている

が、初回交付日を更

新することで交付決

定状態とする必要性

があるかは確認して

いただきたい。（この

点は、協議案_管理

番号：127と合わせ

て検討。）

＜2023/10/12分

科会後追記＞

・「初回交付日」は、

障害程度や再判定

年月等の項目の入

力と合わせてチェック

される項目であるた

め、削除しています。

・管理番号：1追-3

により、通知発送日

は、通知書に印字す

る日付と同一であ

り、かつ通知書出力

時に日付を指定で

き、その日付を通知

発送日に更新してい

るのであれば、一括

登録不要となるた

め、その観点でも確

認していただきたい。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

57追-1 【論点】

協議案_管理番

号：57 の3.0版案

について、横並びの

観点により、身体障

害者手帳においても

3.0版案を追加して

います。追加してよい

か検討をお願いしま

す。

機能

追加

第４回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228089 2.身体障

害者手帳

申請中の情報に対

して、管理場所ごと

に、「決定日」を一括

登録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・身体障害者手帳

の業務フローの01

新規交付申請、03

再交付申請（等級

変更・障害部位追

加等）、07 再認定

の「判定結果の登

録」において利用す

る機能とする。

・判定機関で判定

日や判定結果等を

入力した後、本庁や

区役所において決定

状態とするために「決

定日」を一括登録す

る要件である。

【第3.0版】にて、指

定都市要件（標準

オプション機能）とし

て追加

協議案_管理番

号：57追-1

標準オプショ

ン機能である

ため未規定

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

57追-2 【論点】

協議案_管理番

号：57 の3.0版案

について、横並びの

観点により、療育手

帳においても3.0版

案を追加していま

す。追加してよいか

検討をお願いしま

す。

機能

追加

第４回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228092 3.療育手

帳

申請中の情報に対

して、管理場所ごと

に、「決定日」を一括

登録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・療育手帳の業務フ

ローの01 新規交付

申請、04 再交付申

請（程度変更）、

07 再判定の「判定

結果の登録」におい

て利用する機能とす

る。

・判定機関で判定

日や判定結果等を

入力した後、本庁や

区役所において決定

状態とするために「決

定日」を一括登録す

る要件である。

【第3.0版】にて、指

定都市要件（標準

オプション機能）とし

て追加

協議案_管理番

号：57追-2

標準オプショ

ン機能である

ため未規定

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

6 素案 333 02.身体

障害者手

帳

神奈川県

横浜市

【機能・帳票要件】

機能ID2.1.7 処理

件数が多いため、ス

キャンされた画像デー

タが、自動で対象者

に一括で紐づけがで

きる機能とされたい。

2.身体障

害者手帳

2.1.申請

管理機能

機能ID2.1.7 処理

件数が多いため、ス

キャンされた画像デー

タが、自動で対象者

に一括で紐づけがで

きること。

○ 人口規模や

大量処理の

ために必要な

機能

再検討 ・スキャンされた画像

を対象者へ紐づける

キー項目及び読み

取りの仕組みは、ベ

ンダの実装範囲とす

るなど、一定の仕様

取り決めが必要であ

ると考えられます。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

※協議案_管理番

号：12に同じ

・福岡市様意見によ

りカード様式の他に、

紙様式における写真

も含めています。

・紐づけ方法やスキャ

ナ読み取り方法を具

体的に記載していま

す。

・処理タイミングは

「申請情報登録」時

としています。

・カード型の場合の

写真ファイルの利用

方法を記載していま

す。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228050 2.身体障

害者手帳

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・紐づけ方法として、

例えば、機能ID：

0220214を利用し

て個人を一意に識別

できるバーコード・二

次元バーコードを印

字した申請書をス

キャンすることで紐づ

けることが考えられ

る。

・身体障害者手帳

の各業務フローの

「申請情報登録」か

ら「判定結果の登

録」までにおいて利用

する機能とする。

・カード様式用の写

真データファイルの場

合は、外部委託する

際に利用することも

考慮すること。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：6

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・【論点１】

　管理番号：110-

追1 は、利用者があ

らかじめ個人と対象

者と紐づけられたファ

イル名又はフォルダ名

のファイルを用意する

必要があるため、写

真の特性上、機能を

分けていますが、写

真の貼り換え作業を

考慮し、当機能を削

除し、110-追1に統

合したほうがよいか検

討をお願いします。

・【論点２】

　機能を利用するタ

イミングは、機能の実

装や他の処理への影

響は無いと考え、「申

請情報登録」から

「判定結果の登録」

までに、に変更してい

ます。問題が無いか

検討をお願いしま

す。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

当機能を110-追1

に統合して当機能を

削除できるかまでは

議論が決着できな

かったため、当機能に

対して改めて受入可

否の記載をお願いし

ます。

機能ID：

0220220 の画像

情報は、カード様式

又は紙様式の手帳

で使用する写真をス

キャンした画像データ

ファイルを自動で対

象者に一括で紐づけ

できること。紐づけ方

法はベンダの実装範

囲の機能とする。

対象者との紐づけは

以下に従うこと。

① 標準準拠システ

ムから出力した申請

書を利用することと

し、申請書を出力す

る場合は、機能

ID：0220214 に

より、個人を一意に

識別できる宛名番

号等のバーコード又

は二次元バーコード

を印字すること

② ①の申請書に写

真を貼り付けること

③ ②の申請書を連

続してスキャンする

際、バーコード又は

二次元バーコードを

読み取り、スキャンす

る範囲を写真部分に

特定すること

④ ③の読み取りの

結果、個人を一意に

識別できる宛名番

号等をキーとしたファ

イル名又はフォルダ名

とした写真部分のみ

の画像ファイルを作

成すること
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

12 素案 468 03.療育

手帳

神奈川県

横浜市

【機能・帳票要件】

機能ID3.1.7 処理

件数が多いため、ス

キャンされた画像デー

タが、自動で対象者

に一括で紐づけがで

きる機能とされたい。

3.療育手

帳

3.1.申請

管理機能

スキャンされた画像

データが、自動で対

象者に一括で紐づけ

ができること。

○ 人口規模や

大量処理の

ために必要な

機能

再検討 ・スキャンされた画像

を対象者へ紐づける

キー項目及び読み

取りの仕組みは、ベ

ンダの実装範囲とす

るなど、一定の仕様

取り決めが必要であ

ると考えられます。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

※協議案_管理番

号：6に同じ

・福岡市様意見によ

りカード様式の他に、

紙様式における写真

も含めています。

・紐づけ方法やスキャ

ナ読み取り方法を具

体的に記載していま

す。

・処理タイミングは

「申請情報登録」時

としています。

・カード型の場合の

写真ファイルの利用

方法を記載していま

す。

・検討論点は、管理

番号：6と同様で

す。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

管理番号：6と同様

です。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228055 3.療育手

帳

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・紐づけ方法として、

例えば、機能ID：

0220214を利用し

て個人を一意に識別

できるバーコード・二

次元バーコードを印

字した申請書をス

キャンすることで紐づ

けることが考えられ

る。

・療育手帳の各業

務フローの「申請情

報登録」から「判定

結果の登録」までに

おいて利用する機能

とする。

・カード様式用の写

真データファイルの場

合は、外部委託する

際に利用することも

考慮すること。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：12

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

機能ID：

0220298 の画像

情報は、カード様式

又は紙様式の手帳

で使用する写真をス

キャンした画像データ

ファイルを自動で対

象者に一括で紐づけ

できること。紐づけ方

法はベンダの実装範

囲の機能とする。

対象者との紐づけは

以下に従うこと。

① 標準準拠システ

ムから出力した申請

書を利用することと

し、申請書を出力す

る場合は、機能

ID：0220214 に

より、個人を一意に

識別できる宛名番

号等のバーコード又

は二次元バーコード

を印字すること

② ①の申請書に写

真を貼り付けること

③ ②の申請書を連

続してスキャンする

際、バーコード又は

二次元バーコードを

読み取り、スキャンす

る範囲を写真部分に

特定すること

④ ③の読み取りの

結果、個人を一意に

識別できる宛名番

号等をキーとしたファ

イル名又はフォルダ名

とした写真部分のみ

の画像ファイルを作

成すること
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

12追-1 協議案_管理番

号：6、12の堺市

様意見により、精神

手帳についても追加

しています。

・検討論点は、管理

番号：6と同様で

す。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

管理番号：6と同様

です。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228058 4.精神障

害者保健

福祉手帳

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・精神障害者保健

福祉手帳の各業務

フローの「申請情報

登録」から「判定結

果の登録」までにお

いて利用する機能と

する。

・カード様式用の写

真データファイルの場

合は、外部委託する

際に利用することも

考慮すること。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：12追-1

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

110 修正案 追-18 06.障害

福祉サービ

ス等（受

給者管

理）

神奈川県

横浜市

機能ID1.4.14.

（各台帳画面で

Word、Excel等で

作成したデータ等を

対象者と関連付けし

管理できる）につい

て、処理件数が多い

自治体にとっては１

件ずつ登録するのは

負担が大きいため、

ファイル名等で関連

付けして一括登録が

できる仕組みを追加

してください。

1.障害者

福祉共通

1.4.台帳

管理機能

各台帳画面で

Word、Excel等で

作成した資料や

PDF、画像ファイルを

対象者と関連付けし

管理できること。

※　対象者を特定し

た際、ファイルが存在

する場合は明示的に

気づける仕組みとす

ること

※　 スキャン保存時

に指定したファイル名

のルールに基づき、対

象者に対して一括で

登録できること。

◎ 再検討 ・資料やPDF、画像

ファイル情報を対象

者へ紐づけるキー項

目及び読み取りの仕

組みは、ベンダの実

装範囲とするなど、

一定の仕様取り決め

が必要であると考え

られます。

・ベンダの実装の仕

組みによっては、

WordやExcelファイ

ルであれば、ファイル

名の設定ルール化に

より対応可能となる

かもしれません。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

・各台帳画面で、１

人の対象者に対して

複数のファイルをまと

めて登録できる機能

と再整理しています。

これは、複数の対象

者に対する一括紐づ

け登録を実現するた

めには、宛名番号等

の読み取りが必要と

なり、登録できる書

類・ファイルが限られ

るためです。

・堺市様意見によ

り、利用目的を明確

化することで、例えば

申請書画像情報を

一括登録することは

考えられます。

（Word、Excel等

で作成したデータ等

を複数対象者に一

括登録することは不

可と考えます。）

・「3.0版案で合意に

より完了」とします。

・指定都市以外に拡

充するかは令和６年

１月のWTで検討す

る予定ですが、当機

能は拡充検討対象

とします。

・なお、アイネス様コメ

ントの内容について

は、管理番号110-

追1 に記載します。

（当機能はオンライ

ン登録であるため補

足不要と考えま

す。）

機能

追加

第３回分科会で合

意したことから、3.0

版案の内容で「機能

追加」としています。

0228045 1.障害者

福祉共通

各台帳画面で、機

能ID：0220156

の資料やPDF、画像

ファイル情報を複数ま

とめて登録できるこ

と。は、自動で対象

者に一括で紐づけで

きること。紐づけ方法

はベンダの実装範囲

の機能とする。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・障害者福祉の各

業務フローの各処理

において利用できる

機能とする。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：110

令和９年４

月１日

対象 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るため

0221321

カード様式又は紙様

式の手帳で使用する

写真をスキャンした画

像データファイルを自

動で対象者に一括

で紐づけできること。

対象者との紐づけは

以下に従うこと。

① 標準準拠システ

ムから出力した申請

書を利用することと

し、申請書を出力す

る場合は、機能

ID：0220214 に

より、個人を一意に

識別できる宛名番

号等のバーコード又

は二次元バーコード

を印字すること

② ①の申請書に写

真を貼り付けること

③ ②の申請書を連

続してスキャンする

際、バーコード又は

二次元バーコードを

読み取り、スキャンす

る範囲を写真部分に

特定すること

④ ③の読み取りの

結果、個人を一意に

識別できる宛名番

号等をキーとしたファ

イル名又はフォルダ名

とした写真部分のみ

の画像ファイルを作

成すること
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

110-追

1

＜2023/10/12分

科会後追記＞

・複数のファイルを複

数の対象者にまとめ

て登録できる機能

は、あらかじめ、宛名

番号等で対象者と

紐づけられたファイル

名又はフォルダ名の

ファイルを利用者が

用意する前提とした

機能を追加していま

す。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

なお、福岡市様のコ

メントについては、各

ベンダからコメントが

無かったことやファイル

名又はフォルダ名に

関する内容となります

ので、ベンダの実装

範囲としなくても問題

がないと考えます。

0228046 1.障害者

福祉共通

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・障害者福祉の各

業務フローの各処理

において利用できる

機能とする。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：110-追1

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・【論点１】

　福岡市様のコメント

を踏まえ、機能の記

載ぶりを変更していま

す。意味合いは同じ

ですが、齟齬が無い

か確認をお願いしま

す。なお、実装必須

の意見については大

量処理のための機能

であるため、標準オプ

ションのままとしていま

す。

・【論点２】

　富士通Japan様

のコメントを踏まえ、

※1を変更し、先頭

を宛名番号固定とし

ていますが、問題が

ないか検討をお願い

します。

・【論点３】

　アイネス様コメントを

踏まえ、※2 を追加

しています。

・【論点４】

　適合基準日につい

て、いつであれば合

意が可能であるか検

討をお願いします。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

複数ファイルのルール

付けについては、「こ

の際、申請書、診断

書といったPDFや画

像ファイルの種類の

識別方法は利用者

の任意とする。」を機

能に追加していま

す。管理番号：

110においても、ファ

イル種類の区分化ま

ではしていないため、

当機能でも対象者

に紐づけするまでを

厳密な機能とし、ファ

イル種類は任意とし

ています。

機能ID：

0220156 の資料

やPDF、画像ファイル

情報は、複数のファ

イルを複数の対象者

にまとめて登録できる

こと。

複数の対象者を一

括登録でき、その

際、対象者単位で

複数のファイルを一

括登録できること。

※1　当機能を利用

する場合は、利用者

があらかじめ先頭を

宛名番号15桁（ゼ

ロ詰め）で対象者と

紐づけられたファイル

名又はフォルダ名の

ファイルを用意するこ

と。この際、申請書、

診断書といったPDF

や画像ファイルの種

類の識別方法は利

用者の任意とする。

※2　基本データリス

トの「関連ファイル情

報」グループのデータ

項目を一括登録す

ることとなるため、履

歴番号は最大+1、

事業番号は一括登

録時に（事業名

で）指定できること
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

37 素案 追-40 11.補装

具

熊本県熊

本市

11.補装

具

◎ 指定都市の

制度上必要

な機能

再検討 ・第2回分科会の結

果、一部意見として

「オプション不要とした

自治体は項目を表

示させない、または任

意入力とする等の対

応が可能であれば受

入可」との意見があり

ますが、利用しない

項目の非表示化は

画面要件に該当し

ベンダの競争領域と

なることを踏まえ、

3.0版案の内容で合

意のため完了としま

す。

機能

追加

第３回分科会で合

意したことから、3.0

版案の内容で「機能

追加」としています。

0228082 11.補装

具

機能ID：

0221091 に以下

の管理項目も管理

できること。

【管理項目】

依頼事項区分コー

ド、障害名、現在状

況区分コード、来

所・巡回区分コー

ド、退院見込日、検

査日、種目１区分

コード、技術的助

言、障害状況、使

用効果見込区分

コード

※予定しているコード

値の内容は以下

依頼事項区分コー

ド：判定依頼、技

術的助言依頼

来所・巡回区分コー

ド：書類判定、来

所判定

○ ・指定都市に限る機

能であるが、必ずしも

必要とまでは言えな

い機能

・判定依頼を行うた

めの項目管理機能と

し、以下の業務フ

ローにおいて利用す

る機能とする。

補装具の01 支給

決定の 「判定依頼

書等の作成」

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：37

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

判定に必要な項目と

して以下を実装する

こと。

【管理項目】

「受付日」「受付番

号」「依頼事項区

分」「状態区分」「判

定結果区分」「起案

日」「決裁日」「通知

日」「障害名」「児者

区分」「購入修理区

分」「職業」「現在状

況区分」「来所・巡

回区分」「入所

（院）施設名」「退

院見込日」「業者

名」「検査日」「種目

１区分」「金額１」

「技術的助言」「障

害状況」「処方」「使

用効果見込区分」

「判定書備考」「備

考２」「借受け期

間」「借受けの意向」

※1　利用有無を設

定できること。

※2　項目名称を設

定できること。

※3　未入力時のエ

ラー又はアラートを設

定できること。

※4　ＥＵＣ機能で

扱えること。

※5　帳票の印字項

目の設定対象とする

こと。

理由：政令市では

更生相談所での判

定も行うため

判定に必要な項目と

して以下を実装する

こと。

【管理項目】

「受付日」「受付番

号」「依頼事項区

分」「状態区分」「判

定結果区分」「起案

日」「決裁日」「通知

日」「障害名」「児者

区分」「購入修理区

分」「職業」「現在状

況区分」「来所・巡

回区分」「入所

（院）施設名」「退

院見込日」「業者

名」「検査日」「種目

１区分」「金額１」

「技術的助言」「障

害状況」「処方」「使

用効果見込区分」

「判定書備考」「備

考２」「借受け期

間」「借受けの意向」

※1　利用有無を設

定できること。

※2　項目名称を設

定できること。

※3　未入力時のエ

ラー又はアラートを設

定できること。

※4　ＥＵＣ機能で

扱えること。

※5　帳票の印字項

目の設定対象とする

こと。

・管理項目の追加を

検討しますが、区分

項目については選択

肢の検討も必要とな

ります。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

※以下の項目(左)

は、2.1版の管理項

目(右)に該当すると

考えられますので、

3.0版案には未記載

です。

　・「受付日」：申請

日

　・「受付番号」：申

請受付番号

　・「状態区分」：進

行状態コード

　・「判定結果区

分」：判定結果コー

ド

　・「児者区分」：障

害者・障害児の別

コード

　・「購入修理区

分」：申請種別コー

ド

　・「職業」：生育・

職業歴

　・「入所（院）施

設名」：現在受療

中の医療機関番号

　・「業者名」：事業

者コード

　・「金額１」：補装

具独自施策利用項

目

　・「処方」：処方

　・「借受けの意

向」：借受けの意向

有無

　・「借受け期間」：

借受期間開始日、

借受期間終了日

　・「判定書備考」：

補装具独自施策利

用項目

　・「備考２」：補装

具独自施策利用項

目

　・「起案日」「決裁

日」「通知日」は、補

装具独自施策利用

項目の日付1～日

付5 の利用として、

3.0版案には未記載

です。

・受入れの前提と

して利用しない項

目については非表

示としたい意見は

画面要件のためベ

ンダの実装範囲と

なるが、不要な項

目を管理すること

で利用料へ影響す

るため、管理項目

の整理が必要と

なった。

・管理項目は意見

をいただいた内容

をもとに整理を実

施したため確認を

していただきた

い。参考までに

コード値の内容も

記載しているため

あわせて確認をお

願いしたい。

・適合基準日につ

いて受入不可の意

見があるが意見を

確認をさせていた

だきたい。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

137 追加要

件①

10 大阪府大

阪市

8.自立支

援医療

（更生医

療）

8.1.受給

者台帳管

理機能

申請・届出情報を管

理できること。

【管理項目】

受付番号

原傷病名

障害の状況

治療の形態コード

更生医療予定期間

直近５年間の更生

医療給付状況

進行状態コード

交付方法コード

判定予定日

判定予定時間

障害程度

変更届出日

廃止届出日

異動届出日

○ 管理項目追

加

【回答様

式】_No

追-114

再検討 ・第2回分科会の結

果、3.0版案の記載

内容で合意を得たた

め完了とします。

機能

追加

第３回分科会で合

意したことから、3.0

版案の内容で「機能

追加」としています。

0228067 8.自立支

援医療

（更生医

療）

機能ID：

0220850 に以下

の管理項目も管理

できること。

【管理項目】

障害程度区分コード

原傷病名コード　※

ICDコード

○ ・指定都市に限る機

能であるが、必ずしも

必要とまでは言えな

い機能

・以下の業務フロー

において利用する機

能とする。

更生医療の01 新

規申請の 「申請情

報登録」

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：137

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・管理項目の追加を

検討しますが、区分

項目については選択

肢の検討も必要とな

ります。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

※以下の項目(左)

は、2.1版の管理項

目(右)に該当すると

考えられますので、

3.0版案には未記載

です。

・「受付番号」：受

付番号

・「原傷病名」：原

傷病名

・「障害の状況」：

障害の状況

・「治療の形態コー

ド」：治療の形態

コード

・「更生医療予定期

間」：更生医療予

定期間

・「直近５年間の更

生医療給付状

況」：直近５年間

の更生医療給付状

況

・「進行状態コー

ド」：進行状態コー

ド

・「交付方法コー

ド」：交付方法コー

ド

・「判定予定日」：

判定予定日

・「判定予定時

間」：判定予定時

間

・「変更届出日」、

「廃止届出日」、「異

動届出日」は申請

日と申請、変更、廃

止理由コードの組み

合わせで管理できる

ため、3.0版案には

未記載です。

・不要な項目を用

意することで利用

料に影響するた

め、管理項目の整

理が必要となった

ことから、管理項

目に意見をいただ

いた内容をもとに

整理を実施した。

障害程度区分コー

ドの定義及び用途

が不明のため削除

し、ICDコードで

管理できる原傷病

名コードを追加し

た。

・要件の考え方・

理由欄に該当する

業務フロー上の処

理を追記したた

め、当機能の利用

タイミングを踏ま

えた機能として問

題が無いか確認し

ていただきたい。

＜2023/10/12分

科会後追記＞

原傷病名コードは

ICDコードで管理

するものではなく

自治体独自で設定

できるコードとし

て管理とする。

そのため、3.0版

案の機能から「※

ICDコード」は削

除
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

81 素案 追-

120

09.自立

支援医療

（育成医

療）

大阪府大

阪市

機能ID9.1.2

市民サービスの維持

のため、管理項目に

原傷病名コード、傷

病名、障害程度を

追加いただきたい。

9.自立支

援医療

（育成医

療）

9.1.受給

者台帳管

理機能

機能ID9.1.2

管理項目に原傷病

名コード、傷病名、

障害程度を追加。

○ 人口規模や

大量処理の

ために必要な

機能

再検討 ・管理項目の追加を

検討しますが、区分

項目については選択

肢の検討も必要とな

ります。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

・原傷病名はコード

ではなく、日本語項

目としては規定済と

なります。

・第2回分科会の結

果、3.0版案の記載

内容で合意を得たた

め完了とします。

機能

追加

第３回分科会で合

意したことから、3.0

版案の内容で「機能

追加」としています。

0228072 9.自立支

援医療

（育成医

療）

機能ID：

0220928 に以下

の管理項目も管理

できること。

【管理項目】

傷病名、障害程度

区分コード

原傷病名コード　※

ICDコード

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・指定都市に限る機

能であるが、必ずしも

必要とまでは言えな

い機能

・以下の業務フロー

において利用する機

能とする。

育成医療の01 新

規申請の 「申請情

報登録」

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：81

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・不要な項目を用

意することで利用

料に影響するた

め、管理項目の整

理が必要となった

ことから、管理項

目に意見をいただ

いた内容をもとに

整理を実施した。

障害程度区分コー

ドの定義及び用途

が不明のため削除

し、ICDコードで

管理できる原傷病

名コードを追加し

た。

・要件の考え方・

理由欄に該当する

業務フロー上の処

理を追記したた

め、当処理タイミ

ングを踏まえた機

能として問題が無

いか確認していた

だきたい。

＜2023/10/12分

科会後追記＞

原傷病名コードは

ICDコードで管理

するものではなく

自治体独自で設定

できるコードとし

て管理とする。

そのため、3.0版

案の機能から「※

ICDコード」は削

除
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

87 素案 追-

129

12.特別

児童扶養

手当

大阪府大

阪市

機能追加要望

指定都市において、

資格喪失や支給停

止等により発生した

過払に対して、府へ

債権管理を依頼した

際に入力する処理

（債権登録入力機

能）や、資格喪失

や支給停止等により

発生した過払に対し

ての債権を終了した

ことを登録する処理

（債権終了入力）

が必要なため、オプ

ション機能として追加

いただきたい。

12.特別

児童扶養

手当

資格喪失や支給停

止等により発生した

過払に対して、府へ

債権管理を依頼した

際に入力する処理

（債権登録入力機

能）や、資格喪失

や支給停止等により

発生した過払に対し

ての債権を終了した

ことを登録する処理

（債権終了入力）

ができること。

○ 人口規模や

大量処理の

ために必要な

機能

再検討 ・債権管理機能の

追加を検討します。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

・「3.0版案で合意に

より完了」とします。

　※管理項目の追

加のみとなります。

機能

追加

第３回分科会で合

意したことから、3.0

版案の内容で「機能

追加」としています。

機能

追加

第４回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

※3.0版案について

は、意見照会時点

から、債権発生元支

給年月（自）、債

権発生元支給年月

（至）を追加してい

ます。

0228087 12.特別

児童扶養

手当

過払いに対する債権

の登録、終了を管理

できること。

【管理項目】

債権発生元支給年

月（自）

債権発生元支給年

月（至）

債権発生日

債権終了日

債権額

債権理由　※日本

語入力

○ 2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：87

令和９年４

月１日

対象外 指定都市に限る

機能であるため

【指定都市向け意

見照会　大阪市意

見】

（指定都市向け意

見照会の意見集約

一覧 No.9）

台帳画面で入力可

能な管理項目を追

加する案を提示いた

だいていますが、追加

予定の管理項目だ

けでは、支払情報と

の紐づけができず、

「どの支払に対する

債権か」の判別がで

きないように見受けら

れるため、以下の注

釈の追記を検討願

います。

『※支給情報（機

能ID.0221166）

に紐づけて管理でき

ること』

【検討方針・論点】

大阪市様意見につ

いて、債権情報は支

給情報と自動的に

連動できないことか

ら、ご意見の「支給

情報に紐づけて管

理」の文言追加では

実装方法が不明確

と考えられます。どの

支払に対する債権で

あるかは「債権理由」

に入力していただけ

ればよいと考えられま

すが、支給情報と紐

づけて管理するため

に、管理項目に「債

権発生元支給年

月」を追加する方法

も考えられるところで

あるため、3.0版案に

「債権発生元支給

年月」を追加してい

ます。当対応で問題

がないか検討をお願

いします。

＜2023/12/21分

科会後追記＞

債権発生元支給年

月を、債権発生元

支給年月（自）と

債権発生元支給年

月（至）に修正い

たしました。

・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・指定都市に限る機

能であるが、必ずしも

必要とまでは言えな

い機能

・特別児童扶養手

当の業務フローの02

資格喪失の「届出

情報登録」、04 有

期認定、06 額改定

請求、07 年齢到達

処理後の09 手当

支払の「支出情報の

提出」を行った後の

気づいた段階におい

て利用する機能とす

る。

・債権の発生から終

了までの管理は、台

帳画面上の管理項

目の入力や一覧確

認によって行うことと

し、債権管理専用の

機能や画面を用意し

なくてもよい。

・処理タイミングや管

理要件を追記してい

ます。

・管理項目につい

て、ベンダのシステム

仕様上必須とする項

目を除き、未利用の

設定ができ画面上

非表示にすることを

機能要件に追加こと

が可能であるか検討

をお願いします。

（現在、3.0版案に

未記載です。）

・福岡市様意見のと

おり、指定都市に限

る機能であるが、必

ずしも必要とまでは

言えない機能と考え

られます。備考やメモ

情報による管理とし

て「代替運用可能」

であれば3.0版案か

ら削除します。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

19 素案 1258 06.障害

福祉サービ

ス等（受

給者管

理）

福岡県福

岡市

追加（6.1.申請管

理機能）：

【要望】

  特定疾病について

管理できること。その

うえで、申請入力時

や支給決定時に、身

体障害者手帳の病

名を照会でき、特定

疾病に該当する場

合は介護優先の注

意喚起（アラート）

ができること。（40

歳以上の方のみ）

【理由】

  特定疾病における

介護優先支給の

ケースに、誤って支給

しないようにするた

め。

6.障害福

祉サービス

等（受給

者管理）

6.1.受給

者台帳管

理機能

 特定疾病について

管理できること。その

うえで、申請入力時

や支給決定時に、身

体障害者手帳の病

名を照会でき、特定

疾病に該当する場

合は介護優先の注

意喚起（アラート）

ができること。（40

歳以上の方のみ）

○ 人口規模や

大量処理の

ために必要な

機能

再検討 ・誤支給防止の機

能となるため、機能

の追加を検討しま

す。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228064

0228065

6.障害福

祉サービス

等（受給

者管理）

機能ID：

0220XXX

　介護保険の特定

疾病について管理で

きること。

【管理項目】

介護保険特定疾病

コード

機能ID：

0220XXY

　機能ID：

0220XXXを実装し

ている場合、機能

ID：0220652に

加えて、介護保険の

特定疾病に該当す

る場合は注意喚起

（アラート）ができる

こと。

○ ・介護保険施行令

（平成 10 年政令

第 412 号）第 2

条で定める 16 の疾

病（特定疾病）に

該当する場合、注意

喚起（アラート）に

より特定疾病におけ

る介護優先支給の

ケースに、誤って支給

しないようにするた

め。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：19

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

152 追加要

件①

25 福岡県福

岡市

11.補装

具

11.3.マス

タ管理機

能能

(補装具種目名称

別コードが厚生労働

省の定める17種目と

想定したうえで）補

装具取扱業者の管

理にあたつて、その業

者登録時に市が認

めた取扱い種目を管

理できるようにした

い。また取扱い種目

変更の届出があった

場合には変更登録

のうえ、履歴として管

理できること。

○ 再検討 ・機能ID：

0221116に追加で

事業者が取り扱える

用具コードを管理項

目として追加を検討

します。

・また、補装具取扱

業者を履歴管理でき

るように届出日、適

用開始日を管理項

目として追加を検討

します。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

・ご意見より適用

終了日を追加をし

ております。ま

た、要件の考え

方・理由へ台帳画

面などで参照する

対象についての補

足説明を追加した

ので確認をしてい

ただきたい。

・第2回分科会の結

果、3.0版案の記載

内容で合意を得たた

め完了とします。

機能

追加

第２回分科会で合

意したことから、3.0

版案の内容で「機能

追加」としています。

0228086 11.補装

具

機能ID：

0221116 に以下

の管理項目を追加

すること。また、履歴

管理できること。

【管理項目】

・届出日

・用具コード

・適用開始日

・適用終了日

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・台帳画面などより

参照する事業者情

報マスタは最新履歴

のデータを参照するこ

ととする。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：152

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・受入可とはされ

ていますが、区分

認定申請時の医師

意見書における

『診断名』による

チェックが有用と

の意見がございま

す。こちらについ

てご意見等があれ

ばお願いいたしま

す。事務局としま

しては医師意見書

の診断名は判定ソ

フトでも管理項目

として管理されて

いないため、対応

のハードルが高い

と認識しておりま

す。

・指定都市以外の

標準仕様書にオプ

ションとして追加

した方が妥当との

意見をいただいて

おりますが、指定

都市要件の検討

後、年明けに指定

都市要件の内容を

指定都市以外にも

対応できないか検

討予定としており

ます。

・構成員意見より、

管理項目「介護保

険特定疾病コード」

がどのデータから連携

されるのかイメージが

不明との意見をいた

だいておりますが、事

務局としては連携さ

れる項目ではなく、

対象者の介護保険

特定疾病を確認して

いただき、設定いただ

く項目を想定してい

ます。

理由１

当初の意見では「身

体障害者手帳の病

名を照会でき、特定

疾病に該当する場

合は介護優先の注

意喚起（アラー

ト）」とありますが、

身体障害者手帳の

病名（データ項目

ID:02203617の

原傷病名）は文字

列管理であるため、

管理項目「介護保

険特定疾病コード」

へ参照し自動設定

ができない。仮に管

理項目「介護保険

特定疾病コード」を

文字列項目とした場

合、身体障害者手

帳の病名を参照し自

動設定はできます

が、介護保険施行

令（平成 10 年政

令第 412 号）第

2 条で定める 16 の

疾病（特定疾病）

とのチェックができなく

なってしまいます。

理由２

第2回分科会の検

討方針・論点へ記

載した通りとなりま

す。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

アラートが出るタイミン

グは申請内容の登

録時となるが、当該

項目に設定した時点

なのか、保存時点な

のかはベンダの実装

方法によります。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

146 追加要

件①

19 福岡県福

岡市

10.自立

支援医療

（精神通

院医療）

10.7.マス

タ管理機

能

指定医療機関のマ

スタ情報として以下

の項目を管理できる

こと。また履歴を管理

できること。

　・開設者 ※チェー

ン店薬局等では本

部組織

　・医師名　主治医

（正・副）

　・管理薬剤師名

　・変更年月日

　・申請状況（未申

請、辞退、申請済

み）

　・申請年月日

　・精神通院医療休

止期間開始日

　・精神通院医療休

止期間終了日

○ 再検討 右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

・医師名の副の管理

ついては不要との回

答を構成員よりいた

だき、そのほかのご意

見はなく、合意を得

たため完了とします。

機能

追加

第２回分科会後の

受入可否の回答で

合意したことから、

3.0版案の内容で

「機能追加」としてい

ます。

0228081 10.自立

支援医療

（精神通

院医療）

○ ・指定都市に限る機

能であるが、必ずしも

必要とまでは言えな

い機能

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：146

令和９年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

153 追加要

件①

26 福岡県福

岡市

8.自立支

援医療

（更生医

療）

 8.6.マス

タ管理機

能

下記項目について、

未入力も可としたう

えで管理項目として

追加してほしい。

　・医療機関開設者

名

　・医師名　主治医

（正・副）

　・管理薬剤師名

　・申請・変更年月

日

　・更生医療休止期

間開始日

　・更生医療休止期

間終了日

○ （福岡

市）18障

害者福祉

_素案確

認用_回

答様式_

№1483

再検討 右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

・医師名の副の管理

ついては不要との回

答を構成員よりいた

だき、そのほかのご意

見はなく、合意を得

たため完了とします。

機能

追加

第２回分科会後の

受入可否の回答で

合意したことから、

3.0版案の内容で

「機能追加」としてい

ます。

0228071 8.自立支

援医療

（更生医

療）

○ ・指定都市に限る機

能であるが、必ずしも

必要とまでは言えな

い機能

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：153

令和９年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

・ご意見を受けて

機能の内容を見直

しております。こ

ちらの内容につい

てご確認をしてい

ただきたい。

＜2023/10/12分

科会後追記＞

医療機関マスタを

履歴管理すること

から、変更日の取

消線削除。

医師名の（主・

副）の管理は堺市

確認待ちとし、第

３回分科会で判断

予定。

職種、定数の訪問

看護ステーション

は訪問看護事業者

の表記に統一のた

め修正

機能ID：

0221073 に以下

の精神通院医療に

関する管理項目を

追加すること。また、

履歴管理できること。

【管理項目】

　・開設者住所

　・開設者氏名又は

名称

　・開設者生年月日

　・開設者職名

　・医師名（主）

　・医師名（副）

　・管理薬剤師名

　・申請状況コード

※未申請、辞退、

申請済

　・申請日

　・変更日

　・休止期間開始日

　・休止期間終了日

　・職種　※訪問看

護ステーション事業

者の場合の設定項

目

　・定数　※訪問看

護ステーション事業

者の場合の設定項

目

　・備考

・自治体構成員か

らは受入可として

回答をいただきま

したが、協議案_

管理番号146の内

容とあわせて機能

の内容を見直して

おります。こちら

の内容について問

題ないかご確認を

していただきた

い。

＜2023/10/12分

科会後追記＞

医療機関マスタを

履歴管理すること

から、変更日の取

消線削除。

医師名の（主・

副）の管理は堺市

確認待ちとし、第

３回分科会で判断

予定。

職種、定数は協議

案_管理番号146

は追加していた

が、当要件からも

れていたため追加

機能ID：

0220920 に以下

の更生医療に関する

管理項目を追加す

ること。また、履歴管

理できること。

【管理項目】

　・開設者住所

　・開設者氏名又は

名称

　・開設者生年月日

　・開設者職名

　・医師名（主）

　・医師名（副）

　・管理薬剤師名

　・申請状況コード

※未申請、辞退、

申請済

　・申請日

　・変更日

　・休止期間開始日

　・休止期間終了日

　・職種　※訪問看

護事業者の場合の

設定項目

　・定数　※訪問看

護事業者の場合の

設定項目

　・備考

22 / 34 ページ



指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

155 追加要

件①

28 福岡県福

岡市

9.自立支

援医療

（育成医

療）

9.6.マスタ

管理機能

下記項目について、

未入力も可としたう

えで管理項目として

追加してほしい。

　・医療機関開設者

名

　・医師名　主治医

（正・副）

　・管理薬剤師名

　・申請・変更年月

日

　・育成医療休止期

間開始日

　・育成医療休止期

間終了日

○ 再検討 右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

・医師名の副の管理

ついては不要との回

答を構成員よりいた

だき、そのほかのご意

見はなく、合意を得

たため完了とします。

機能

追加

第２回分科会後の

受入可否の回答で

合意したことから、

3.0版案の内容で

「機能追加」としてい

ます。

0228075 9.自立支

援医療

（育成医

療）

○ ・指定都市に限る機

能であるが、必ずしも

必要とまでは言えな

い機能

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：155

令和９年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

5 素案 331 02.身体

障害者手

帳

神奈川県

横浜市

【機能・帳票要件】

機能ID2.1.4 誤入

力を防ぐため、保護

者情報が未入力の

場合だけでなく、対

象者と同一だった場

合もエラーメッセージ

を表示してほしい。

2.身体障

害者手帳

2.1.申請

管理機能

誤入力を防ぐため、

保護者情報が未入

力の場合だけでなく、

対象者と同一だった

場合もエラーメッセー

ジを表示できること。

○ 人口規模や

大量処理の

ために必要な

機能

再検討 ・チェック機能の追加

を検討します。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

・「3.0版案で合意に

より完了」とします。

・指定都市以外に拡

充するかは令和６年

１月のWTで検討す

る予定ですが、当機

能は拡充検討対象

とします。

・「3.0版案で合意に

より完了」とします。

機能

追加

第２回分科会で合

意したことから、3.0

版案の内容で「機能

追加」としています。

0228049 2.身体障

害者手帳

機能ID：

0220229 （対象

者の申請日時点年

齢が15歳未満で保

護者未入力の場合

は、エラーメッセージを

表示すること）につい

て、「保護者未入力

の場合」を「保護者

未入力の場合又は

対象者と保護者が

同一の場合」とするこ

と。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：5

令和９年４

月１日

対象 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るため

0221324

・自治体構成員か

らは受入可として

回答をいただきま

したが、協議案_

管理番号146の内

容とあわせて機能

の内容を見直して

おります。こちら

の内容について問

題ないかご確認を

していただきた

い。

＜2023/10/12分

科会後追記＞

医療機関マスタを

履歴管理すること

から、変更日の取

消線削除。

医師名の（主・

副）の管理は堺市

確認待ちとし、第

３回分科会で判断

予定。

職種、定数は協議

案_管理番号146

は追加していた

が、当要件からも

れていたため追加

機能ID：

0220993 に以下

の育成医療に関する

管理項目を追加す

ること。また、履歴管

理できること。

【管理項目】

　・開設者住所

　・開設者氏名又は

名称

　・開設者生年月日

　・開設者職名

　・医師名（主）

　・医師名（副）

　・管理薬剤師名

　・申請状況コード

※未申請、辞退、

申請済

　・申請日

　・変更日

　・休止期間開始日

　・休止期間終了日

　・職種　※訪問看

護事業者の場合の

設定項目

　・定数　※訪問看

護事業者の場合の

設定項目

　・備考
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※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

47 素案 追-52 04.精神

障害者保

健福祉手

帳

大阪府堺

市

4.精神障

害者保健

福祉手帳

4.3.台帳

管理機能

【機能ＩＤ４．

３．５】

手帳番号の自動採

番ができること。

◎ 指定都市の

制度上必要

な機能

再検討 右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

機能

追加

0228061 4.精神障

害者保健

福祉手帳

機能ID：

0220399 87 の自

動付番機能は、実

装必須機能とするこ

と。

（仮記載）

自庁であらたに交付

する手帳の手帳番

号は自動付番し、手

入力は不可とするこ

と。

◎ ・指定都市の制度

上必要な機能

・機能ID：

0220399は、「自

庁であらたに交付す

る手帳の手帳番号

について、手入力の

他に自動付番もでき

ること。」としている

が、指定都市におい

ては「自庁であらたに

交付する手帳の手

帳番号を自動付番

でき、手入力による

修正もできること。」と

読み替えること。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：47

令和８年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

47-追1 協議案_管理番

号：47の福岡市様

意見により、身障手

帳についても追加し

ています。

・【論点１】

　管理番号：47 と

同様です。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

同上

機能

追加

0228054 2.身体障

害者手帳

機能ID：

0220262は、実装

必須機能とすること。

（仮記載）

自庁であらたに交付

する手帳の手帳番

号は自動付番し、手

入力は不可とするこ

と。

◎ ・指定都市の制度

上必要な機能

・機能ID：

0220262は、「自

庁であらたに交付す

る手帳の手帳番号

について、手入力の

他に自動付番もでき

ること。」としている

が、指定都市におい

ては「自庁であらたに

交付する手帳の手

帳番号を自動付番

でき、手入力による

修正もできること。」と

読み替えること。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：47-追1

令和８年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

当機能追加に伴い、

2.1版で規定済の機

能ID：0228022

は削除します。

また、自動付番を基

本とし、手入力も可

の意味合いを明確に

するため、要件の考

え方・理由欄に追記

しています。

なお、他自治体で交

付された手帳の手帳

番号は手入力となる

点は、機能ID：

0220262 に補足を

追加する正誤対応

を令和6年3月に行

います。

【機能ＩＤ４．

３．５】

手帳番号の自動採

番機能について、実

装必須機能とされた

い。精神障害者手

帳の発行業務を担っ

ているのは一部の自

治体に限られるが、

その全てにとって必要

な機能は標準オプ

ションではなく実装必

須としつつ、当該機

能を不要とする自治

体については実装し

なくてもよい機能と規

定することで解決す

る問題だと考える。な

お、最初から標準オ

プションとしてしまう

と、ベンダは“実装不

要な機能”としか解

釈しなくなり、調達交

渉が円滑に進まない

原因になる。政令市

用の仕様書策定は

されない中、実装必

須かつオプションも可

能とする取り扱いにつ

いて検討いただきた

い。

・身障手帳の指定

都市要件では、機

能ID：0228018

（機能ID：

0220262 の自動

付番機能のみを利

用する場合は、機能

ID：0220261 は

実装しないこと）で

あり、別要件となりま

す。（療育手帳は

機能ID：

0228022で同様の

規定があります。）こ

れは、自動付番機

能のみを利用する場

合の機能となります。

・機能ID：

0220399は自動付

番＋手入力であるた

め、実装類型をオプ

ションから必須に変

更しています。

・以上の内容で問題

が無いか検討をお願

いします。

＜2023/10/12分

科会後追記＞

補足になりますが、

「機能・帳票要件

（指定都市）_3.0

版案」シートに、2.1

版で規定済の機能

ID：0228018、

0228022、

0228024は削除と

しています。

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

当機能追加に伴い、

2.1版で規定済の機

能ID：0228018

は削除します。

また、自動付番を基

本とし、手入力も可

の意味合いを明確に

するため、要件の考

え方・理由欄に追記

しています。

なお、他自治体で交

付された手帳の手帳

番号は手入力となる

点は、機能ID：

0220399 に補足を

追加する正誤対応

を令和6年3月に行

います。

・【論点１】

　「3.0版案で合意

により完了」としたいと

ころですが、管理番

号：47-追1、47-

追2と合わせる必要

があるため、3.0版案

に仮記載した内容で

同意できるか検討を

お願いします。指定

都市においては自動

付番が原則ですが、

手入力不可との意

見も根強いため、手

入力不可まで言及し

ています。

・合わせて、「機能・

帳票要件（指定都

市）_3.0版案」

シートで、2.1版で規

定済の機能ID：

0228018、

0228022、

0228024は削除し

ます。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

・手帳番号の自動

付番を基本とし、手

入力も可とすることと

なったため、仮記載を

削除しています。

・他自治体で交付さ

れた手帳の手帳番

号は手入力となる点

は、機能ID：

0220399 に補足を

追加します。
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※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

47-追2 協議案_管理番

号：47の福岡市様

意見により、療育手

帳についても追加し

ています。

・【論点１】

　管理番号：47 と

同様です。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

同上

機能

追加

0228057 3.療育手

帳

機能ID：

0220334は、実装

必須機能とすること。

（仮記載）

自庁であらたに交付

する手帳の手帳番

号は自動付番し、手

入力は不可とするこ

と。

◎ ・指定都市の制度

上必要な機能

・機能ID：

0220334は、「自

庁であらたに交付す

る手帳の手帳番号

について、手入力の

他に自動付番もでき

ること。」としている

が、指定都市におい

ては「自庁であらたに

交付する手帳の手

帳番号を自動付番

でき、手入力による

修正もできること。」と

読み替えること。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：47-追2

令和８年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

50 素案 追-56 10.自立

支援医療

（精神通

院医療）

大阪府堺

市

10.自立

支援医療

（精神通

院医療）

10.4.帳

票出力機

能

【機能ＩＤ１０．

４．１】

自立支援医療受給

者証出力ができるこ

と。

◎ 指定都市の

制度上必要

な機能

再検討 右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

・第2回分科会の結

果、3.0版案の記載

内容で合意を得たた

め完了とします。

機能

追加

第２回分科会で合

意したことから、3.0

版案の内容で「機能

追加」としています。

0228080 10.自立

支援医療

（精神通

院医療）

機能ID：

0221049、

0221052、

0221056、

0221063、

0221065の標準オ

プション機能は実装

必須機能とすること。

◎ ・指定都市の制度

上必要な機能

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：50

令和８年４

月１日

対象外 権限移譲された

自治体にも該当

する機能である

が、指定都市以

外からの要望が

なく、指定都市

以外に拡大して

も必要性が不明

であるため

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

当機能追加に伴い、

2.1版で規定済の機

能ID：0228024

は削除します。

また、自動付番を基

本とし、手入力も可

の意味合いを明確に

するため、要件の考

え方・理由欄に追記

しています。

なお、他自治体で交

付された手帳の手帳

番号は手入力となる

点は、機能ID：

0220334 に補足を

追加する正誤対応

を令和6年3月に行

います。

【機能ＩＤ１０．

４．１】

自立支援医療受給

者証出力について、

実装必須機能とされ

たい。自立支援医療

（精神通院医療）

の発行業務を担って

いるのは一部の自治

体に限られるが、その

全てにとって必要な

機能は標準オプショ

ンではなく実装必須

としつつ、当該機能

を不要とする自治体

については実装しなく

てもよい機能と規定

することで解決する

問題だと考える。な

お、最初から標準オ

プションとしてしまう

と、ベンダは“実装不

要な機能”としか解

釈しなくなり、調達交

渉が円滑に進まない

原因になる。政令市

用の仕様書策定は

されない中、実装必

須かつオプションも可

能とする取り扱いにつ

いて検討いただきた

い。

・受給者証以外の

通知書関係（自己

負担上限額管理

票、却下通知書、

認定決定通知書）

については指定都

市において出力が

必要との意見があ

り、機能の記載に

ついて見直してお

ります。こちらの

内容について問題

ないかご確認をし

ていただきたい。

※意見にはありま

せんが機能ID：

0221064の変更

決定通知書、機能

ID：0221065の

支給認定取消通知

書は標準オプショ

ン機能のままでよ

いかもあわせて確

認をお願いしま

す。

＜2023/10/12分

科会後追記＞

機能ID：

0221065の支給

決定取消通知書も

追加の必要がある

との意見より実装

必須機能として追

加。
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※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

102 修正案 追-10 06.障害

福祉サービ

ス等（受

給者管

理）

神奈川県

横浜市

処理件数の多い自

治体にとっては、機

能ID1.1.4.（連

携・参照する税項目

を事業ごとに設定で

きること、住登外者の

課税情報の連携

等）及び

ID.1.1.49.（権限

移譲前の税率による

業務処理）の実装

は必要不可欠である

ため、オプションでは

なく必須機能としてく

ださい。

1.障害者

福祉共通

1.1.他シ

ステム連携

機能ID：1.1.4. の

実装必須機能に以

下も加えること。※1

更正情報を履歴で

管理できること※2

連携・参照する税項

目を事業ごとに設定

できること※3　住登

者かつ他市町村賦

課されている税情報

を連携できること※4

住登外者で課税さ

れている税情報を連

携できること

◎ 再検討 ID.0220012

（1.1.49.）（権

限移譲前の税率に

よる業務処理）につ

いては、所得判定等

を間違いなく処理す

るために必要な情報

であるため、検討しま

す。

・「3.0版案で合意に

より完了」とします。

・「3.0版案で合意に

より完了」とします。

機能

追加

第２回分科会で合

意したことから、3.0

版案の内容で「機能

追加」としています。

0228042 1.障害者

福祉共通

機能ID：

0220012 は、実装

必須機能とすること。

◎ ・指定都市の制度

上必要な機能

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：102

令和８年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

128 追加要

件①

1 新潟県新

潟市

7.障害福

祉サービス

等（給付

管理）

7.2.市町

村審査機

能

【要望】管理区ごとに

市町村二次審査を

行っており、二次審

査の帳票について、

受給者の管理区ごと

に指定した管理区分

のみを出力できるよう

にしてほしい。

【理由】

市町村二次審査

は、管理区ごとに

行っているため

○ 人口規模や

大量処理の

ために必要な

機能

再検討 二次審査の帳票に

ついては、機能ID：

0220769にて受給

者台帳と一覧で横

断的に確認できるた

め、機能ID：

0220769への追加

要件として管理場所

単位での超出条件

の追加を検討しま

す。

・「3.0版案で合

意により完了」と

します。

・第2回分科会にて

合意済み

機能

追加

第２回分科会で合

意したことから、3.0

版案の内容で「機能

追加」としています。

0228066 7.障害福

祉サービス

等（給付

管理）

機能ID:0220769

の市町村二次審査

事務に使用する情

報抽出の機能つい

て、抽出条件に管理

場所を追加するこ

と。

○ ・指定都市に限る機

能であるが、必ずしも

必要とまでは言えな

い機能

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：128

令和９年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

21 素案 追-1 01.障害

者福祉共

通

神奈川県

横浜市

帳票出力や画面表

示の際に、管理場所

の出力順序を指定

することができること。

1.障害者

福祉共通

1.6.帳票

出力機能

帳票出力や画面表

示の際に、管理場所

の出力順序を指定

することができること。

○ 人口規模や

大量処理の

ために必要な

機能

再検討 ・指定都市等の固

有要件として管理場

所並びの機能を検

討します。

・右記の内容は検討

するためのたたき台と

なります。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228048 1.障害者

福祉共通

帳票出力や画面表

示の際、「管理場

所」の出力順序を指

定できること。

機能ID：

0220218 で市全

体で処理する場合

は、行政区コード順

で出力するできるこ

と。

○

又は

◎

・指定都市における

管理区役所、複数

福祉事務所のある

市区町村における福

祉事務所、市町村

合併等による支所等

に限る機能である

が、必ずしも必要とま

では言えない機能

・指定都市に限る機

能であるが、必ずしも

必要とまでは言えな

い機能

又は

・指定都市の制度

上必要な機能

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：21

令和９年４

月１日

又は

令和８年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

機能ID：

0220218（※）の

行政区毎の抽出や

出力により「代替運

用可能」としてよいで

しょうか。それとも、市

全体で処理する際に

行政区順（昇順・

降順）の指定は必

要でしょうか。

（※）

各事業の一覧管理

機能（各種一覧で

の確認、EUC機

能）、集計表作成

機能/統計管理機

能（集計数値・根

拠の出力）、帳票

出力機能（一括出

力）、進達管理機

能、支払機能、公

費負担医療管理機

能の要件に付帯し

て、「受付場所」、

「管理場所」、「担当

場所」を指定（全体

もしくは各選択肢）

して一括処理できる

こと。

【補足事項】

指定都市において

は、市全体もしくは

行政区ごとに抽出や

出力が必要である

＜2023/10/12分

科会後追記＞

市全体での出力時

に決められた行政区

順となる要件は必要

であり、実装も問題

ないとのことから、3.0

版案を追加していま

す。

・【論点１】

　実装類型は、○が

誤記であったため○

に訂正しましたが、実

装必須とする意見が

出ています。

指定都市の制度上

必要な機能として、

実装必須とすることも

考えられますが、検

討をお願いします。

なお、実装必須とす

る場合は、適合基準

日を令和８年４月

１日となります。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

・「出力すること」を

「出力できること」に

修正しています。

・受入可否の回答に

ついては実装必須と

した場合での回答を

お願いします。受入

不可の理由が適合

基準日のみの場合

は、標準オプションに

見直した内容を合意

とします。
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※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

127 修正案 追-

142

13.その他 福岡県福

岡市

◎ 再検討 ・上のポツ３つについ

ては、「協議案_管

理番号127」シート

を参考として、2.1版

の機能で充足してい

るか確認します。機

能が足りないようであ

れば、必要な機能を

検討します。

・判定書、国行政報

告例(判定機関担

当分)、面談通知書

は、標準準拠システ

ムにおけるEUC機能

の活用や、外付けで

ベンダが別途提供す

るEUCツールを活用

して対応していただき

ますようお願いいたし

ます。

・堺市様の意見は、

管理番号：127-追

1、127-追2に記載

しています。

・福岡市様意見は、

規定済の主に進達

に係る機能のオプショ

ンを必須にする実装

類型変更となってい

ます。

・一旦、身障手帳を

例として3.0版案を

作成しましたが、必

要性等も含めて、内

容について検討をお

願いします。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

なお、要件の考え

方・理由欄の記載が

不適切であったた

め、修正しています。

0228053 2.身体障

害者手帳

機能ID：

0220244、

0220245、

0220246、

0220247、

0220249、

0220264、

0220265、

0220287 の各標

準オプション機能は

実装必須機能とする

こと。

◎ ・主に指定都市以外

が実装必須とする機

能区役所の申請受

付と判定機関の判

定事務を進達関連

機能を利用して対応

する観点で指定都

市の制度上必要な

機能

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127

令和８年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

・【論点１】

　機能ID：

220264 は、現行

運用において、都道

府県からの判定結

果をデータで取り込

みしている自治体が

複数県で存在し、ホ

ワイトリストの考えか

ら標準オプションで機

能要件化したもので

す。このような背景か

ら連携IFは定めてお

らず、ベンダの実装範

囲としています。アイ

ネス様の意見を踏ま

えて、機能ID：

220264 を実装必

須とすることは削除し

ましたが問題がない

か検討をお願いしま

す。

・【論点２】

　適合基準日につい

て、いつであれば合

意が可能であるか検

討をお願いします。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

・機能ID：

220264を除いた

3.0版案の内容に対

して受入可否の記

載をお願いします。

政令市の場合

は、判定機関

の判定結果を

うけて、受付場

所が判定情報

等登録するの

でなく、判定機

関が同じシステ

ムを利用して、

判定結果を直

接入力すること

が効果的であ

る。そのための

一連の「システ

ム上での判定

依頼」の機能、

「判定依頼」を

オンライン上で

一覧等で気づ

く(そのまま選択

して入力等)機

能等も含め

て、必要となる

もの。

※これまでは進

達機能の流用

を検討していま

したが、政令市

要件見直しの

動きを受けて、

あらためて、別

機能として要

望するもので

す。(これまでは

判定依頼、判

定依頼確認等

はシステム外対

応を検討。申

請入力、判定

結果入力、決

定入力を権限

を分けて実行

を想定。) また

その際、判定

機関で固有で

必要となる帳

票を要望する

ものです。

手帳、自立支援医

療、補装具共通

進達機能要件とし

て、以下ができるこ

と。

・申請入力～判定

依頼(＊行政区)

・判定依頼確認～

判定結果入力(＊

判定機関)

・判定結果確認～

決定入力(＊行政

区)  等が行えるこ

と。

また

・判定機関により判

定書、国行政報告

例(判定機関担当

分)、面談通知書等

が出力できること。

※ 括弧内＊の担当

管理場所については

例であり、入力担当

の所管については、

権限設定により、決

定入力も判定機関

で行える等、柔軟な

変更が可能であるこ

と。

※判定結果入力及

び決定入力において

は、必要な項目につ

いて前のフェーズの入

力内容を引き継いで

登録が行えること。

手帳、自立支援医

療、補装具共通

【要望】

政令指定都市で

は、同一機関にて、

手帳の受付/決定

(行政区)と判定(判

定機関：更生相談

所/児童相談所/精

神保健福祉セン

ター)が行われている

ことを踏まえて、2.0

版までの中核市以

下利用想定の進達

機能要件の代わり

に、システム上にて、

・申請入力～判定

依頼(行政区)

・判定依頼確認～

判定結果入力(判

定機関)

・判定結果確認～

決定入力(行政区)

が行えること。

また

・判定機関により判

定書、国行政報告

例(判定機関担当

分)、面談通知書が

出力できること。

【理由】

政令市の場合は、

判定機関の判定結

果をうけて、受付場

所が判定情報等登

録するのでなく、判定

機関が同じシステム

を利用して、判定結

果を直接入力するこ

とが効果的である。そ

のための一連の「シス

テム上での判定依

頼」の機能、「判定

依頼」をオンライン上

で一覧等で気づく(そ

のまま選択して入力

等)機能等も含め

て、必要となるもの。

※これまでは進達機

能の流用を検討して

いましたが、政令市

要件見直しの動きを

受けて、あらためて、

別機能として要望す

るものです。(これまで

は判定依頼、判定

依頼確認等はシステ

ム外対応を検討。申

請入力、判定結果

入力、決定入力を

権限を分けて実行を

想定。) またその際、

判定機関で固有で

必要となる帳票を要

望するものです。
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※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

127-追

1

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228047 4.精神障

害者保健

福祉手帳

1.障害者

福祉共通

機能ID：

0220390～

0220393 につい

て、管理項目単位で

部署・利用者で更

新又は参照のみの

権限を設定できるこ

と。

申請、決定前、決

定のそれぞれに関係

する管理項目を

別々に入力できるこ

と。

判定と決定を別々の

部署で入力できるこ

と。

○ 2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127-追1

令和９年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

・指定都市に限る機

能であるが、必ずしも

必要とまでは言えな

い機能

・判定・決定に係る

管理項目の入力部

署場所が複数となる

場合に対応するため

の要件である。

　例）判定機関で

判定結果まで登録

し、その後本庁で決

定の登録を行う

・決定の入力とは、

資格状態コードを

「30：却下」又は

「40：受給（決

定）」とする処理で

あり、当入力により通

知書や手帳の印刷

を行える状態になる

ことである。

・判定と決定を別々

の部署で入力する際

の入力項目は、指

定都市により異なる

ことからベンダの実装

範囲とする。

・管理番号：127の

堺市様の意見は、

決定入力に必要な

項目を２箇所に分

かれてに入力するた

めに一度に入力が完

結できないことに起

因しているようです

が、他自治体やベン

ダにおいて、同様の

事象や運用、現行

システム上の問題は

あるのでしょうか。まず

は課題を整理出来

ればと思います。

・一旦、権限設定に

よる入力項目を制御

する方法として、精

神手帳と精神通院

医療を例として3.0

版案を作成しまし

た。ベンダの実装負

荷が高くなることが考

えらますので、よりよい

方法も含めて、検討

をお願いします。

＜2023/10/12分

科会後追記＞

事務局で検討した

結果、管理項目単

位の権限設定は、

実装の負荷が高く、

かつ運用するための

設定等も煩雑となる

ため、本来のニーズを

踏まえて、申請時、

決定前、決定時のそ

れぞれで入力できる

こととすれば満たせる

のではないかと考え、

3.0版案を修正して

います。

・【論点１】

　NEC様、富士通

Japan様より、管理

項目の明確化が必

要と意見されていま

すが、当要件の目的

は、判定・決定の入

力を別の場所で行え

ることであることである

ため、3.0版案の記

載を変更していま

す。合わせて、決定

時の入力項目は自

治体により異なると

考えられることから、

具体的な管理項目

を固定化せず、要件

の考え方・理由欄に

状態を示していま

す。

問題が無いか検討を

お願いします。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

・要件の考え方・理

由欄の　「例）判定

機関で判定結果ま

で登録し、本庁で決

定の登録を行う」に

対して、「その後」とい

う文言を追加すること

で、別部署で、別タ

イミングで登録できる

意味合いを表現して

います。

・判定と決定を別々

の部署で入力する際

の入力項目は、指

定都市により異なる

ことからベンダの実装

範囲とする、という内

容を要件の考え方・

理由欄に追加してい

ます。
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※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

127-追

8

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

また、基本データリス

トのコードID：010

（手帳判定結果）

に、コード値：5（返

戻）（備考：返戻

の管理が不要の場

合は削除可能とす

る。）を追加するよ

う、デジタル庁と調整

します。

0228051 2.身体障

害者手帳

事務処理に係る以

下の項目を管理でき

ること。

【管理項目】

判定機関結果送付

日　※判定機関から

受付場所に結果を

送付した日

返戻日　※判定機

関が返戻した日

返戻事由　※判定

機関が返戻した事

由　日本語項目

○ 2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127追-8

・療育手帳について

は、機能ID：

0220330 で「判定

機関結果送付日」を

規定しており、返戻

の管理は当機能ID

の要件の考え方・理

由欄の記載と同様で

ある。

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

127-追

10

同上

＜2023/10/12分

科会後追記＞

127-追8 と同様の

修正をしています。

・管理番号：127-

追8 【論点１】、【論

点２】と同様です。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

3.0版案の内容で受

入可否の記載をお

願いします。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

また、基本データリス

トのコードID：010

（手帳判定結果）

に、コード値：5（返

戻）（備考：返戻

の管理が不要の場

合は削除可能とす

る。）を追加するよ

う、デジタル庁と調整

します。

0228059 4.精神障

害者保健

福祉手帳

事務処理に係る以

下の項目を管理でき

ること。

【管理項目】

判定機関結果送付

日　※判定機関から

受付場所に結果を

送付した日

返戻日　※判定機

関が返戻した日

返戻事由　※判定

機関が返戻した事

由　日本語項目

○ 2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127追-10

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・管理項目追加の

機能を追加するかに

ついて、独自施策管

理項目の利用が考

えられますが、一旦

作成した3.0版案も

参考に検討をお願い

します。

※ 協議案_管理番

号：127追7 の機

能が必要である場合

は、「判定機関結果

送付日」の追加は必

要となります。

・判定結果(コード)

に 「5 返戻」を追加

するかについては、

ユーザで任意に設定

可能な進行状態

コードによる管理でい

かがでしょうか。

＜2023/10/12分

科会後追記＞

・判定結果(コード)

に 「5 返戻」を追加

し、返戻時は、判定

結果に返戻、判定

理由に返戻理由を

入力することで対応

可能であるため、管

理項目から返戻日、

返戻事由を削除して

います。

・デジタル庁への調整

内容

基本データリストの

コードID：010（手

帳判定結果）に、

コード値：5（返

戻）（備考：返戻

の管理が不要の場

合は削除可能とす

る。）を追加する

・【論点１】

　返戻に関する扱い

が埋没しないよう、要

件の考え方・理由欄

に記載しています。

・【論点２】　３手帳

同様

　富士通Japan様

127-追10 の意見

を踏まえ、「手帳受

領日」とは別に「判定

機関結果送付日」も

管理する必要性につ

いて、管理番号：

1-追3 で整理しま

す。

・療育手帳について

は、機能ID：

0220330 で「判定

機関結果送付日」

は規定済であり、返

戻の管理は身障手

帳と同様になります

が、視認性の観点か

ら備考欄に追加して

います。

以上の内容で問題

がないか検討をお願

いします。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

3.0版案の内容で受

入可否の記載をお

願いします。

・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・身体障害者手帳

の各業務フローの

「判定結果の登録」

及び「必要に応じて

交付（再交付）決

定通知書等の作

成」において利用す

る機能とする。

・返戻の場合、返戻

日、返戻理由の管

理はそれぞれ、判定

日、判定理由を利

用することとし、交付

や却下判定の際に

上書きされ、返戻情

報を事跡として残す

ことは想定していな

い。また、基本データ

リストのコードID：

010（手帳判定結

果）に、コード値：5

（返戻）（備考：

返戻の管理が不要

の場合は削除可能と

する。）を追加するこ

とで、判定結果コー

ドでの管理も可能と

する。

・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・精神障害者保健

福祉手帳の各業務

フローの「判定結果

の登録」及び「必要

に応じて交付決定通

知書等の作成」にお

いて利用する機能と

する。

・返戻の場合、返戻

日、返戻理由の管

理はそれぞれ、判定

日、判定理由を利

用することとし、交付

や却下判定の際に

上書きされ、返戻情

報を事跡として残す

ことは想定していな

い。また、基本データ

リストのコードID：

010（手帳判定結

果）に、コード値：5

（返戻）（備考：

返戻の管理が不要

の場合は削除可能と

する。）を追加するこ

とで、判定結果コー

ドでの管理も可能と

する。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

127-追

11

同上

＜2023/10/12分

科会後追記＞

・判定結果(コード)

に 「5 返戻」を追加

し、返戻時は、判定

結果に返戻、却下

理由に返戻理由とし

て入力することで対

応可能であるため、

管理項目から返戻

日、返戻事由を削

除しています。

・デジタル庁への調整

内容

基本データリストの

コードID：012（自

立支援医療判定結

果）に、コード値：5

（返戻）（備考：

返戻の管理が不要

の場合は削除可能と

する。）を追加する

・管理番号：127-

追8 【論点１】と同

様です。機能へ返戻

に関する扱いを明記

していましたが、他の

要件とあわせて要件

の考え方・理由への

記載としました。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

3.0版案の内容で受

入可否の記載をお

願いします。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

また、基本データリス

トのコードID：012

（自立支援医療判

定結果）に、コード

値：5（返戻）

（備考：返戻の管

理が不要の場合は

削除可能とする。）

を追加するよう、デジ

タル庁と調整します。

0228068 8.自立支

援医療

（更生医

療）

事務処理に係る以

下の項目を管理でき

ること。

【管理項目】

判定機関結果送付

日　※判定機関から

受付場所に結果を

送付した日

返戻日　※判定機

関が返戻した日

返戻事由　※判定

機関が返戻した事

由　日本語項目

また、機能ID：

0220863 却下理

由は、判定結果コー

ドが 「5：返戻」が

選択された場合に返

戻理由として管理で

きること。

○ 2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127追-11

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

127-追

12

同上

＜2023/10/12分

科会後追記＞

127-追11 と同様

の修正をしています。

・管理番号：127-

追8 【論点１】と同

様です。機能へ返戻

に関する扱いを明記

していましたが、他の

要件とあわせて要件

の考え方・理由への

記載としました

＜2023/10/26分

科会後追記＞

3.0版案の内容で受

入可否の記載をお

願いします。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

また、基本データリス

トのコードID：012

（自立支援医療判

定結果）に、コード

値：5（返戻）

（備考：返戻の管

理が不要の場合は

削除可能とする。）

を追加するよう、デジ

タル庁と調整します。

0228073 9.自立支

援医療

（育成医

療）

事務処理に係る以

下の項目を管理でき

ること。

【管理項目】

判定機関結果送付

日　※判定機関から

受付場所に結果を

送付した日

返戻日　※判定機

関が返戻した日

返戻事由　※判定

機関が返戻した事

由　日本語項目

また、機能ID：

0220942 却下理

由は、判定結果コー

ドが 「5：返戻」が

選択された場合に返

戻理由として管理で

きること。

○ 2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127追-12

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・自立支援医療

（更生医療）の各

業務フローの「認定

結果の登録」及び

「受給者証等の作

成」において利用す

る機能とする。

・返戻の場合、返戻

日、返戻理由の管

理はそれぞれ、判定

日、却下理由コー

ド、却下理由を利用

することとし、決定や

却下判定の際に上

書きされ、返戻情報

を事跡として残すこと

は想定していない。ま

た、基本データリスト

のコードID：012

（自立支援医療判

定結果）に、コード

値：5（返戻）

（備考：返戻の管

理が不要の場合は

削除可能とする。）

を追加することで、判

定結果コードでの管

理も可能とする。

・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・自立支援医療

（育成医療）の各

業務フローの「認定

結果の登録」及び

「受給者証等の作

成」において利用す

る機能とする。

・返戻の場合、返戻

日、返戻理由の管

理はそれぞれ、判定

日、却下理由コー

ド、却下理由を利用

することとし、決定や

却下判定の際に上

書きされ、返戻情報

を事跡として残すこと

は想定していない。ま

た、基本データリスト

のコードID：012

（自立支援医療判

定結果）に、コード

値：5（返戻）

（備考：返戻の管

理が不要の場合は

削除可能とする。）

を追加することで、判

定結果コードでの管

理も可能とする。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

127-追

13

同上

＜2023/10/12分

科会後追記＞

127-追11 と同様

の修正をしています。

・管理番号：127-

追8 【論点１】と同

様です。機能へ返戻

に関する扱いを明記

していましたが、他の

要件とあわせて要件

の考え方・理由への

記載としました

＜2023/10/26分

科会後追記＞

3.0版案の内容で受

入可否の記載をお

願いします。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

また、基本データリス

トのコードID：012

（自立支援医療判

定結果）に、コード

値：5（返戻）

（備考：返戻の管

理が不要の場合は

削除可能とする。）

を追加するよう、デジ

タル庁と調整します。

0228076 10.自立

支援医療

（精神通

院医療）

事務処理に係る以

下の項目を管理でき

ること。

【管理項目】

判定機関結果送付

日　※判定機関から

受付場所に結果を

送付した日

返戻日　※判定機

関が返戻した日

返戻事由　※判定

機関が返戻した事

由　日本語項目

また、機能ID：

0221014 却下理

由は、判定結果コー

ドが 「5：返戻」が

選択された場合に返

戻理由として管理で

きること。

○ 2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127追-13

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

127-追

14

同上

＜2023/10/12分

科会後追記＞

・判定結果(コード)

に 「5 返戻」を追加

し、返戻時は、判定

結果に返戻、判定

理由に返戻理由を

入力することで対応

可能であるため、管

理項目から返戻日、

返戻事由を削除して

います。

・デジタル庁への調整

内容

基本データリストの

コードID：013（補

装具判定結果）

に、コード値：5（返

戻）（備考：返戻

の管理が不要の場

合は削除可能とす

る。）を追加する

・管理番号：127-

追8 【論点１】と同

様です。

＜2023/10/26分

科会後追記＞

3.0版案の内容で受

入可否の記載をお

願いします。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

また、基本データリス

トのコードID：013

（補装具判定結

果）に、コード値：5

（返戻）（備考：

返戻の管理が不要

の場合は削除可能と

する。）を追加する

よう、デジタル庁と調

整します。

0228083 11.補装

具

事務処理に係る以

下の項目を管理でき

ること。

【管理項目】

判定機関結果送付

日　※判定機関から

受付場所に結果を

送付した日

返戻日　※判定機

関が返戻した日

返戻事由　※判定

機関が返戻した事

由　日本語項目

○ 2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127追-14

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・自立支援医療

（精神通院医療）

の各業務フローの

「判定結果の登録」

及び「必要に応じて

交付についての作

成」において利用す

る機能とする。

・返戻の場合、返戻

日、返戻理由の管

理はそれぞれ、判定

日、却下理由コー

ド、却下理由を利用

することとし、決定や

却下判定の際に上

書きされ、返戻情報

を事跡として残すこと

は想定していない。ま

た、基本データリスト

のコードID：012

（自立支援医療判

定結果）に、コード

値：5（返戻）

（備考：返戻の管

理が不要の場合は

削除可能とする。）

を追加することで、判

定結果コードでの管

理も可能とする。

・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・補装具の各業務フ

ローの「判定結果の

登録」及び「支給決

定通知書等の作

成」において利用す

る機能とする。

・返戻の場合、返戻

日、返戻理由の管

理はそれぞれ、判定

日、判定理由を利

用することとし、決定

や却下判定の際に

上書きされ、返戻情

報を事跡として残す

ことは想定していな

い。また、基本データ

リストのコードID：

013（補装具判定

結果）に、コード

値：5（返戻）

（備考：返戻の管

理が不要の場合は

削除可能とする。）

を追加することで、判

定結果コードでの管

理も可能とする。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

127-追

15

・協議案_管理番

号：159 （療育手

帳）も踏まえて、「判

定機関結果送付

日」の一括登録機

能として3.0版案を

記載していますので、

検討をお願いしま

す。

※身障手帳及び精

神手帳の初回交付

日は「その人物に対

して初めて手帳を交

付した日」となり、一

括登録には向かない

ため含めていません。

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228052 2.身体障

害者手帳

申請中の情報に対

して、「判定機関結

果送付日」を一括登

録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・身体障害者手帳

の各業務フローの

「判定結果の登録」

及び「必要に応じて

交付（再交付）決

定通知書等の作

成」において利用す

る機能とする。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127追-15

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

127-追

16

同上 同上

＜2023/10/26分

科会後追記＞

同上

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228060 4.精神障

害者保健

福祉手帳

申請中の情報に対

して、「判定機関結

果送付日」を一括登

録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・精神障害者保健

福祉手帳の各業務

フローの「判定結果

の登録」及び「必要

に応じて交付決定通

知書等の作成」にお

いて利用する機能と

する。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127追-16

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

127-追

17

同上 同上

＜2023/10/26分

科会後追記＞

同上

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228069 8.自立支

援医療

（更生医

療）

申請中の情報に対

して、「判定機関結

果送付日」を一括登

録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・自立支援医療

（更生医療）の各

業務フローの「認定

結果の登録」及び

「受給者証等の作

成」において利用す

る機能とする。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127追-17

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

・【論点１】

　福岡市様より「進

行状態コード」も含め

る意見があります。進

行状態を「判定済」

等で更新すると考え

られますが、「判定

済」とする場合は判

定日や判定結果等

の様々な項目が登

録済であるかのチェッ

クが必要になると考

えられるため、「進行

状態コード」の一括

登録は適さないと考

えます。

・アイネス様からの質

問である「本要件は

協議案127-追8と

同様に返戻情報は

判定結果で管理す

る前提でよろしいで

しょうか」については、

一括登録において

は、返戻情報は考

慮不要ではないかと

考えます。判定結果

は127-追8 に記載

しています。

・管理番号：127-

追8 において「判定

機関結果送付日」を

管理項目に追加す

る場合の機能となり

ます。

・（補足）管理番

号：159 に療育手

帳の同様の要件あり

＜2023/10/26分

科会後追記＞

3.0版案の内容で受

入可否の記載をお

願いします。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

127-追

18

同上 同上

＜2023/10/26分

科会後追記＞

同上

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228074 9.自立支

援医療

（育成医

療）

申請中の情報に対

して、「判定機関結

果送付日」を一括登

録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・自立支援医療

（育成医療）の各

業務フローの「認定

結果の登録」及び

「受給者証等の作

成」において利用す

る機能とする。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127追-18

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

127-追

19

同上 同上

＜2023/10/26分

科会後追記＞

同上

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228077 10.自立

支援医療

（精神通

院医療）

申請中の情報に対

して、「判定機関結

果送付日」を一括登

録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・自立支援医療

（精神通院医療）

の各業務フローの

「判定結果の登録」

及び「必要に応じて

交付についての作

成」において利用す

る機能とする。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127追-19

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

127-追

20

同上 同上

＜2023/10/26分

科会後追記＞

同上

機能

追加

第３回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228084 11.補装

具

申請中の情報に対

して、「判定機関結

果送付日」を一括登

録できること。

○ ・人口規模や大量

処理のために必要な

機能

・補装具の各業務フ

ローの「判定結果の

登録」及び「支給決

定通知書等の作

成」において利用す

る機能とする。

2024年3月、指定

都市要件として追加

協議案_管理番

号：127追-20

令和９年４

月１日

対象外 人口規模や大

量処理のために

必要な機能であ

るが、指定都市

以外からの要望

がなく、指定都

市以外に拡大し

ても必要性が不

明であるため

48追-1 機能

追加

第４回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228090 2.身体障

害者手帳

機能ID：

0220289 の各標

準オプション機能を

実装必須機能とする

こと。

◎ 指定都市の制度上

必要な機能

【第3.0版】にて、指

定都市要件（実装

必須機能）として追

加

協議案_管理番

号：48追-1

令和８年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

【指定都市向け意

見照会　熊本市意

見】

（指定都市向け意

見照会の意見集約

一覧 No.33）

【0228025】

「身体障害者手帳」

にも本要件を追加頂

きたい。

その理由は、精神障

害者保健福祉手帳

と同様に人口規模や

大量処理のために必

要な機能であるた

め。

【検討方針・論点】

熊本市様意見につ

いて、追加の要望で

あるため、原則対応

しないこととしておりま

したが、横並びの観

点により、身体障害

者手帳においても

3.0版案を追加して

います。追加してよい

か検討をお願いしま

す。

＜2023/12/21分

科会後追記＞

機能ID：

0220290を分割

し、48追-3を追加い

たしました。
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指定都市要件検討分科会における検討要件一覧（障害者福祉）

※ 協議案_管理番号順ではなく、要件の内容が近しい順に並び変えています。

制度所管府省（事務局）作業

協議案

_管理

番号

シート

名

No 事業名 自治体名 意見内容 大項目 中項目 機能要件 実装

区分

要件の考え

方・理由

備考 協議後の

判定区分
第１回分科会

検討方針

第２回分科会

検討方針・論点

第３回分科会

検討方針・論点

第４回分科会

検討方針・論点

機能ID 大項目 機能 実装

類型

要件の考え方・理

由

備考（改版内容

等）

適合

基準日

指定都市

以外への拡

大対象

理由
拡大後の

機能ID

事務局　3.0版案デジタル庁 デジタル庁（素案）

意見照会時点の判定区

分・検討結果

判定区分：採用（機能

事務局　3.0版案事務局

（確定）判定区分・検討

結果

判定区分：採用（機能

赤文字は第１回分科会からの変更点 青文字は第２回分科会検討内容の反映点、緑文字は第２回分科会後意見からの変更点、紫文字は第３回分科会検討内容の反映点、オレンジ文字は第３回分科会後意見からの変更点、茶文字は第４回分科会向けの変更点、ピンク文字は第４回分科会後意見からの変更点 資料５

48追-2 機能

追加

第４回分科会で検

討論点の内容を確

認し、その後各構成

員より受入可の回答

があったため、3.0版

案の内容で「機能追

加」としています。

0228093 3.療育手

帳

機能ID：

0220360 の各標

準オプション機能を

実装必須機能とする

こと。

◎ 指定都市の制度上

必要な機能

【第3.0版】にて、指

定都市要件（実装

必須機能）として追

加

協議案_管理番

号：48追-2

令和８年４

月１日

対象外 指定都市固有

要件のため

【指定都市向け意

見照会　熊本市意

見】

（指定都市向け意

見照会の意見集約

一覧 No.34）

【0228025】

「療育手帳」にも本

要件を追加頂きた

い。

その理由は、精神障

害者保健福祉手帳

と同様に人口規模や

大量処理のために必

要な機能であるた

め。

【検討方針・論点】

熊本市様意見につ

いて、追加の要望で

あるため、原則対応

しないこととしておりま

したが、横並びの観

点により、療育手帳

においても3.0版案

を追加しています。

追加してよいか検討

をお願いします。

＜2023/12/21分

科会後追記＞

機能ID：

0220361を分割

し、48追-4を追加い

たしました。
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